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（ １ ）

（ 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 六 十

二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 十 七 条 第 一 号 中 「 者 」 の 下 に 「 （ 学 校 教 育 法 の 規 定 に よ る 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程 を 修 了 し

た 者 を 含 む 。 第 五 十 四 条 第 二 項 第 一 号 及 び 第 六 十 条 第 一 項 第 一 号 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。

第 五 十 四 条 第 二 項 第 六 号 イ 中 「 者 」 の 下 に 「 （ 当 該 学 科 又 は 当 該 課 程 を 修 め て 同 法 の 規 定 に よ

る 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程 を 修 了 し た 者 を 含 む 。 ） 」 を 加 え る 。

第 百 二 条 第 一 項 第 三 号 中 「 者 」 の 下 に 「 （ 学 校 教 育 法 の 規 定 に よ る 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程 を 修

了 し た 者 を 含 む 。 ） 」 を 加 え る 。

（ 職 業 能 力 開 発 校 等 に お い て 行 う 職 業 訓 練 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 職 業 能 力 開 発 校 等 に お い て 行 う 職 業 訓 練 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 五 年 石 川 県 条 例 第 十 八

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 第 四 号 中 「 短 期 大 学 」 の 下 に 「 （ 同 法 に よ る 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程 を 含 む 。 ） 」 を 、 「 者 」

の 下 に 「 （ 同 法 に よ る 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程 に あ っ て は 、 修 了 し た 者 ） 」 を 加 え る 。

（ 石 川 県 水 道 用 水 供 給 事 業 に 係 る 布 設 工 事 監 督 者 及 び 水 道 技 術 管 理 者 の 資 格 等 を 定 め る 条 例 の 一 部

改 正 ）

第 三 条 石 川 県 水 道 用 水 供 給 事 業 に 係 る 布 設 工 事 監 督 者 及 び 水 道 技 術 管 理 者 の 資 格 等 を 定 め る 条 例

（ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 六 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 三 号 中 「 短 期 大 学 」 の 下 に 「 （ 同 法 に よ る 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程 を 含 む 。 ） 」 を 、 「 後 」

の 下 に 「 （ 同 法 に よ る 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程 に あ っ て は 、 修 了 し た 後 ） 」 を 加 え る 。

第 四 条 第 二 号 中 「 後 」 の 下 に 「 （ 学 校 教 育 法 に よ る 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程 に あ っ て は 、 修 了 し

た 後 ） 」 を 、 「 同 条 第 三 号 に 規 定 す る 学 校 を 卒 業 し た 者 」 の 下 に 「 （ 同 法 に よ る 専 門 職 大 学 の 前 期

議 案 第 二 十 一 号

学 校 教 育 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る

条 例 に つ い て

学 校 教 育 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す

る 。
平 成 三 十 一 年 二 月 二 十 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

学 校 教 育 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例
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（ ２ ）

課 程 に あ っ て は 、 修 了 し た 者 ） 」 を 加 え る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

学 校 教 育 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 に よ る 関 係 政 省 令 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 関 係 条 例 の 規 定 を 整 備 す

る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
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第
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２
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の
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第
１
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よ
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と
お
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す
る
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平
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３１
年
２
月
２０
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

１
契
約
の
相
手
方

金
沢
市
鳴
和
台
２８
番
地

�
村
藤
貴

２
契
約
の
相
手
方
の
資
格

公
認
会
計
士

３
契
約
の
金
額

１２
，９
３６
，０
００
円
を
上
限
と
す
る
額
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（ ５ ）

第 一 条 石 川 県 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 二 十 四 の 項 中 「 農 林 物 資 の 規 格 化 及 び 品 質 表 示 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 」 を 「 日 本 農 林 規 格

等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め 、 同 項 １ 中 「 第 十 四 条 第 二 項 」 を 「 第 十 条 第 二 項 」 に 、 「 の 認 定 」 を 「 の

認 証 」 に 、 「 有 機 農 産 物 生 産 行 程 管 理 者 認 定 申 請 手 数 料 」 を 「 有 機 農 産 物 生 産 行 程 管 理 者 認 証 申

請 手 数 料 」 に 改 め 、 同 項 ２ 中 「 第 十 四 条 第 二 項 の 認 定 」 を 「 第 十 条 第 二 項 の 認 証 」 に 改 め 、 同 項

３ 中 「 第 十 五 条 第 一 項 」 を 「 第 十 一 条 第 一 項 」 に 、 「 の 認 定 」 を 「 の 認 証 」 に 、 「 有 機 農 産 物 小 分

け 業 者 認 定 申 請 手 数 料 」 を 「 有 機 農 産 物 小 分 け 業 者 認 証 申 請 手 数 料 」 に 改 め 、 同 項 ４ 中 「 第 十 五

条 第 一 項 の 認 定 」 を 「 第 十 一 条 第 一 項 の 認 証 」 に 改 め 、 同 表 二 十 六 の 項 中 ６３ を ６５ と し 、 ６２ を ６４ と

し 、 ６１ を ６３ と し 、 ６０ を ６２ と し 、 ５９ を ６１ と し 、 ５８ を ６０ と し 、 ５７ を ５９ と し 、 ５６ を ５８ と し 、 ５５ を ５７ と し 、

５４ を ５６ と し 、 ５３ を ５５ と し 、 ５５ の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

５４ 法 第 八 十

五 条 第 六 項

に 規 定 す る

仮 設 興 行 場

等 の 設 置 期

間 に 関 す る

特 例 の 許 可

の 申 請 に 対

す る 審 査

仮 設 興 行 場 等 設 置

期 間 特 例 許 可 申 請

手 数 料

十 六 万 円

別 表 二 十 六 の 項 ５２ 中 「 仮 設 建 築 物 の 」 を 「 仮 設 興 行 場 等 の 」 に 、 「 仮 設 建 築 物 建 築 許 可 申 請 手

数 料 」 を 「 仮 設 興 行 場 等 建 築 許 可 申 請 手 数 料 」 に 改 め 、 同 項 中 ５２ を ５３ と し 、 ５１ を ５２ と し 、 ５０ を ５１

と し 、 ４９ を ５０ と し 、 ４８ を ４９ と し 、 ４７ を ４８ と し 、 ４６ を ４７ と し 、 ４５ を ４６ と し 、 ４４ を ４５ と し 、 ４３ を ４４ と

し 、 ４２ を ４３ と し 、 ４１ を ４２ と し 、 ４０ を ４１ と し 、 ３９ を ４０ と し 、 ３８ を ３９ と し 、 ３７ を ３８ と し 、 ３６ を ３７ と し 、

３５ を ３６ と し 、 ３４ を ３５ と し 、 ３３ を ３４ と し 、 ３２ を ３３ と し 、 ３１ を ３２ と し 、 ３０ を ３１ と し 、 ２９ を ３０ と し 、 ２８

を ２９ と し 、 ２７ を ２８ と し 、 ２６ を ２７ と し 、 ２５ を ２６ と し 、 ２４ を ２５ と し 、 ２３ を ２４ と し 、 ２２ を ２３ と し 、 ２１ を

議 案 第 二 十 三 号

石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 三 十 一 年 二 月 二 十 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例



議
案
第
二
十
三
号

石
川
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ６ ）

２２ と し 、 ２０ を ２１ と し 、 １９ を ２０ と し 、 １８ を １９ と し 、 １７ を １８ と し 、 １６ を １７ と し 、 １５ を １６ と し 、 １４ を １５

と し 、 １３ を １４ と し 、 同 項 １２ 中 「 第 四 十 三 条 第 一 項 た だ し 書 」 を 「 第 四 十 三 条 第 二 項 第 二 号 」 に 改

め 、 同 項 中 １２ を １３ と し 、 １１ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

１２ 法 第 四 十

三 条 第 二 項

第 一 号 に 規

定 す る 建 築

の 認 定 の 申

請 に 対 す る

審 査

建 築 物 の 敷 地 と 道

路 と の 関 係 の 建 築

認 定 申 請 手 数 料

二 万 七 千 円

第 二 条 石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 二 十 六 の 項 １ （ 二 ） 、 同 項 ２ 、 同 項 ８ 及 び 同 項 １１ 中 「 第 八 十 七 条 の 二 」 を 「 第 八 十 七 条 の

四 」 に 改 め 、 同 項 中 ６５ を ６９ と し 、 ６９ の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

６７ 法 第 八 十

七 条 の 三 第

五 項 に 規 定

す る 興 行 場

等 と し て の

一 時 使 用 の

許 可 の 申 請

に 対 す る 審

査

用 途 変 更 に よ る 興

行 場 等 と し て の 一

時 使 用 の 許 可 申 請

手 数 料

十 二 万 円

６８ 法 第 八 十

七 条 の 三 第

六 項 に 規 定

す る 特 別 興

行 場 等 と し

て の 使 用 に

関 す る 特 例

の 許 可 の 申

請 に 対 す る

審 査

用 途 変 更 に よ る 特

別 興 行 場 等 と し て

の 使 用 の 特 例 許 可

申 請 手 数 料

十 六 万 円

別 表 二 十 六 の 項 ６４ 中 「 第 八 十 六 条 の 八 第 一 項 」 の 下 に 「 若 し く は 第 八 十 七 条 の 二 第 一 項 」 を 加

え 、 「 同 条 第 三 項 」 を 「 法 第 八 十 六 条 の 八 第 三 項 （ 法 第 八 十 七 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） 」 に 改 め 、 同 項 中 ６４ を ６６ と し 、 ６３ を ６５ と し 、 ６２ を ６４ と し 、 ６１ を ６３ と し 、 ６０ を ６２ と し 、

５９ を ６１ と し 、 ５８ を ６０ と し 、 ５７ を ５９ と し 、 ５６ を ５８ と し 、 ５５ を ５７ と し 、 ５４ を ５６ と し 、 ５３ を ５５ と し 、 ５２

を ５４ と し 、 ５１ を ５３ と し 、 ５０ を ５２ と し 、 ４９ を ５１ と し 、 ４８ を ５０ と し 、 ４７ を ４９ と し 、 ４６ を ４８ と し 、 ４５ を

４７ と し 、 ４４ を ４６ と し 、 ４３ を ４５ と し 、 ４２ を ４４ と し 、 ４１ を ４３ と し 、 ４０ を ４２ と し 、 同 項 ３９ 中 「 第 六 十 七
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条 の 三 第 九 項 第 二 号 」 を 「 第 六 十 七 条 第 九 項 第 二 号 」 に 改 め 、 同 項 ３９ を 同 項 ４１ と し 、 同 項 ３８ 中 「 第

六 十 七 条 の 三 第 五 項 第 二 号 」 を 「 第 六 十 七 条 第 五 項 第 二 号 」 に 改 め 、 同 項 ３８ を 同 項 ４０ と し 、 同 項

３７ 中 「 第 六 十 七 条 の 三 第 三 項 第 二 号 」 を 「 第 六 十 七 条 第 三 項 第 二 号 」 に 改 め 、 同 項 中 ３７ を ３９ と し 、

３６ を ３８ と し 、 ３５ を ３７ と し 、 ３４ を ３６ と し 、 ３３ を ３５ と し 、 ３２ を ３４ と し 、 ３１ を ３３ と し 、 ３０ を ３２ と し 、 ２９

を ３１ と し 、 ２８ を ３０ と し 、 ２７ を ２９ と し 、 ２６ を ２８ と し 、 ２５ を ２７ と し 、 ２４ を ２６ と し 、 ２３ を ２５ と し 、 同 項

２２ 中 「 第 五 十 三 条 第 五 項 第 三 号 」 を 「 第 五 十 三 条 第 六 項 第 三 号 」 に 改 め 、 同 項 中 ２２ を ２４ と し 、 ２１

を ２３ と し 、 ２０ を ２２ と し 、 １９ を ２１ と し 、 １８ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

１９ 法 第 四 十

八 条 第 十 六

項 第 一 号 に

規 定 す る 建

築 等 の 許 可

（ 特 例 許 可

を 受 け た も

の の 増 築

等 ） の 申 請

に 対 す る 審

査

用 途 地 域 に お け る

建 築 等 許 可 （ 特 例

許 可 を 受 け た も の

の 増 築 等 ） 申 請 手

数 料

十 二 万 円

２０ 法 第 四 十

八 条 第 十 六

項 第 二 号 に

規 定 す る 建

築 等 の 許 可

（ 日 常 生 活

に 必 要 な 建

築 物 ） の 申

請 に 対 す る

審 査

用 途 地 域 に お け る

建 築 等 許 可 （ 日 常

生 活 に 必 要 な 建 築

物 ） 申 請 手 数 料

十 四 万 円

第 三 条 石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 一 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 船 舶 法

（ 明 治 三 十

二 年 法 律 第

四 十 六 号 ）

に 関 す る 事

務

小 型 漁 船 の 総 ト ン

数 の 測 度 に 関 す る

政 令 （ 昭 和 二 十 八

年 政 令 第 二 百 五 十

九 号 ） 第 一 条 に 規

定 す る 小 型 漁 船 の

総 ト ン 数 の 測 度

小 型 漁 船 総

ト ン 数 測 度

手 数 料

イ 全 部 の 容 積 の 測 度 又 は 上 甲

板 下 全 部 の 容 積 の 測 度 を 行 う

場 合 一 隻 に つ き
三 万 七 千 円

ロ そ の 他 の 場 合 一 隻 に つ き

二 万 六 千 円

別 表 八 十 三 の 項 １ 中 「 七 千 五 百 円 」 を 「 九 千 二 百 円 」 に 改 め 、 同 表 八 十 六 の 項 ５ 中 ホ を 削 り 、



議
案
第
二
十
三
号

石
川
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ８ ）

ヘ を ホ と し 、 同 表 八 十 七 の 二 の 項 ５ 中 「 八 千 五 百 六 十 円 」 を 「 一 万 五 千 百 五 十 円 」 に 、 「 一 万 五

千 百 五 十 円 」 を 「 三 万 四 千 七 百 七 十 円 」 に 改 め る 。

第 四 条 石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 八 十 四 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

八 十 四 所 有

者 不 明 土 地

の 利 用 の 円

滑 化 等 に 関

す る 特 別 措

置 法 （ 平 成

三 十 年 法 律

第 四 十 九 号 。

以 下 こ の 項

に お い て

「 法 」 と い

う 。 ） に 関

す る 事 務

１ 法 第 十 条 第 一

項 に 規 定 す る 特

定 所 有 者 不 明 土

地 の 土 地 使 用 権

等 の 取 得 の 裁 定

の 申 請 に 対 す る

審 査

土 地 使 用 権

等 取 得 裁 定

申 請 手 数 料

イ 損 失 補 償 の 見 積 額 が 十 万 円

以 下 の 場 合 二 万 七 千 円

申 請 者

が 国 又

は 都 道

府 県 で

あ る 場

合 は 、

手 数 料

を 徴 収

し な い 。

ロ 損 失 補 償 の 見 積 額 が 十 万 円

を 超 え 百 万 円 以 下 の 場 合 二

万 七 千 円 に 損 失 補 償 の 見 積 額

の 十 万 円 を 超 え る 部 分 が 五 万

円 に 達 す る ご と に 二 千 七 百 円

を 加 え た 金 額

ハ 損 失 補 償 の 見 積 額 が 百 万 円

を 超 え 五 百 万 円 以 下 の 場 合

七 万 五 千 六 百 円 に 損 失 補 償 の

見 積 額 の 百 万 円 を 超 え る 部 分

が 十 万 円 に 達 す る ご と に 三 千

四 百 円 を 加 え た 金 額

ニ 損 失 補 償 の 見 積 額 が 五 百 万

円 を 超 え 二 千 万 円 以 下 の 場 合

二 十 一 万 千 六 百 円 に 損 失 補

償 の 見 積 額 の 五 百 万 円 を 超 え

る 部 分 が 百 万 円 に 達 す る ご と

に 三 千 五 百 円 を 加 え た 金 額

ホ 損 失 補 償 の 見 積 額 が 二 千 万

円 を 超 え 一 億 円 以 下 の 場 合

二 十 六 万 四 千 百 円 に 損 失 補 償

の 見 積 額 の 二 千 万 円 を 超 え る

部 分 が 四 百 万 円 に 達 す る ご と

に 四 千 八 百 円 を 加 え た 金 額

ヘ 損 失 補 償 の 見 積 額 が 一 億 円

を 超 え る 場 合 三 十 六 万 百 円

２ 法 第 十 九 条 第

一 項 に 規 定 す る

使 用 権 設 定 土 地

の 土 地 等 使 用 権

の 存 続 期 間 の 延

長 の 裁 定 の 申 請

に 対 す る 審 査

土 地 等 使 用

権 存 続 期 間

延 長 裁 定 申

請 手 数 料

損 失 補 償 の 見 積 額 に 応 じ て １ の

金 額 の 欄 イ か ら ヘ ま で に 掲 げ る

場 合 と 同 じ 方 法 で 算 出 し た 金 額

申 請 者

が 国 又

は 都 道

府 県 で

あ る 場

合 は 、

手 数 料

を 徴 収

し な い 。

３ 法 第 二 十 七 条 収 用 又 は 使 損 失 補 償 の 見 積 額 に 応 じ て １ の 申 請 者
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第 一 項 又 は 第 三

十 七 条 第 一 項 に

規 定 す る 特 定 所

有 者 不 明 土 地 の

収 用 又 は 使 用 の

裁 定 の 申 請 に 対

す る 審 査

用 裁 定 申 請

手 数 料

金 額 の 欄 イ か ら ヘ ま で に 掲 げ る

場 合 と 同 じ 方 法 で 算 出 し た 金 額

が 国 又

は 都 道

府 県 で

あ る 場

合 は 、

手 数 料

を 徴 収

し な い 。

第 五 条 石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 二 十 四 の 項 １ イ 中 「 三 万 八 百 円 」 を 「 三 万 千 四 百 円 」 に 改 め 、 同 項 １ ロ 中 「 三 万 八 百 円 」

を 「 三 万 千 四 百 円 」 に 、 「 二 万 二 千 六 百 円 」 を 「 二 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ２ イ 中 「 二 万 三 千 六

百 円 」 を 「 二 万 四 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ２ ロ 中 「 二 万 三 千 六 百 円 」 を 「 二 万 四 千 円 」 に 、 「 一 万 五

千 四 百 円 」 を 「 一 万 五 千 七 百 円 」 に 改 め 、 同 項 ３ イ 中 「 二 万 四 千 六 百 円 」 を 「 二 万 五 千 百 円 」 に

改 め 、 同 項 ３ ロ 中 「 二 万 四 千 六 百 円 」 を 「 二 万 五 千 百 円 」 に 、 「 一 万 七 千 四 百 円 」 を 「 一 万 七 千

八 百 円 」 に 改 め 、 同 項 ４ イ 中 「 一 万 七 千 四 百 円 」 を 「 一 万 七 千 八 百 円 」 に 改 め 、 同 項 ４ ロ 中 「 一

万 七 千 四 百 円 」 を 「 一 万 七 千 八 百 円 」 に 、 「 一 万 二 百 円 」 を 「 一 万 四 百 円 」 に 改 め 、 同 表 三 十 五

の 項 ２ イ 中 「 六 百 八 十 円 」 を 「 七 百 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ２ ロ 中 「 五 百 六 十 円 」 を 「 五 百 八 十 円 」

に 改 め 、 同 項 ２ ハ 中 「 三 百 二 十 円 」 を 「 三 百 四 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ３ イ � � 中 「 七 百 八 十 円 」 を

「 八 百 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ３ イ � �ロ 中 「 五 百 五 十 円 」 を 「 五 百 七 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ３ イ � 及 び

� 並 び に ロ � � 中 「 七 百 八 十 円 」 を 「 八 百 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ３ ロ � �ロ 中 「 六 百 六 十 円 」 を 「 六

百 九 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ３ ロ � 中 「 二 百 六 十 円 」 を 「 二 百 七 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ３ ロ � 及 び � 中

「 六 百 十 円 」 を 「 六 百 二 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ３ ロ � 中 「 三 百 二 十 円 」 を 「 三 百 四 十 円 」 に 改 め 、

同 項 ３ ロ 	 中 「 二 百 六 十 円 」 を 「 二 百 七 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ３ ロ 
 中 「 六 百 六 十 円 」 を 「 六 百 九

十 円 」 に 改 め 、 同 項 ３ ロ � 中 「 千 百 三 十 円 」 を 「 千 百 七 十 円 」 に 改 め 、 同 表 五 十 七 の 項 １ 中 「 五

万 千 円 」 を 「 五 万 二 千 円 」 に 改 め 、 同 表 七 十 の 項 ６ 中 「 八 百 二 十 円 」 を 「 八 百 三 十 円 」 に 改 め 、

同 表 八 十 三 の 四 の 項 中 「 四 千 六 百 二 十 円 」 を 「 四 千 七 百 十 円 」 に 改 め 、 同 表 八 十 六 の 項 １ ロ � 中

「 三 千 五 百 五 十 円 」 を 「 三 千 六 百 三 十 円 」 に 改 め 、 同 項 １ ホ 中 「 三 千 八 百 七 十 円 」 を 「 三 千 九 百

五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ２ イ � 中 「 九 百 三 十 円 」 を 「 九 百 六 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ２ イ � 中 「 二 千 二

百 円 」 を 「 二 千 二 百 四 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ２ イ � 中 「 四 千 八 十 円 」 を 「 四 千 百 六 十 円 」 に 改 め 、

同 項 ２ イ � 中 「 七 千 八 百 五 十 円 」 を 「 八 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ２ ロ � 中 「 九 百 三 十 円 」 を 「 九 百 六

十 円 」 に 改 め 、 同 項 ２ ロ � 中 「 二 千 五 百 円 」 を 「 二 千 五 百 六 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ２ ロ � 中 「 六 千

二 百 八 十 円 」 を 「 六 千 四 百 円 」 に 改 め 、 同 項 ２ ロ � 中 「 一 万 二 千 五 百 七 十 円 」 を 「 一 万 二 千 八 百

十 円 」 に 改 め 、 同 項 ２ ロ � 中 「 一 万 六 千 七 百 七 十 円 」 を 「 一 万 七 千 八 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ２ ロ �

中 「 二 万 五 千 百 五 十 円 」 を 「 二 万 五 千 六 百 三 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ２ ハ � 中 「 七 百 三 十 円 」 を 「 七

百 四 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ２ ハ � 中 「 千 二 百 五 十 円 」 を 「 千 二 百 八 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ２ ハ � 中 「 二
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千 三 百 円 」 を 「 二 千 三 百 四 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ３ イ 中 「 二 千 四 百 円 」 を 「 二 千 四 百 五 十 円 」 に 改

め 、 同 項 ３ ロ � 中 「 二 百 円 」 を 「 二 百 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ３ ロ � 中 「 千 百 五 十 円 」 を 「 千 百 七 十

円 」 に 改 め 、 同 項 ３ ロ � 中 「 三 千 八 百 七 十 円 」 を 「 三 千 九 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ３ ロ � 中 「 七

千 七 百 五 十 円 」 を 「 七 千 九 百 円 」 に 改 め 、 同 項 ３ ハ � 中 「 八 百 三 十 円 」 を 「 八 百 五 十 円 」 に 改 め 、

同 項 ３ ハ � 中 「 二 千 八 十 円 」 を 「 二 千 百 三 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ３ ハ � 中 「 六 千 二 百 八 十 円 」 を 「 六

千 四 百 円 」 に 改 め 、 同 項 ３ ハ � 中 「 一 万 二 千 四 百 七 十 円 」 を 「 一 万 二 千 七 百 円 」 に 改 め 、 同 項 ３

ニ � 中 「 七 百 三 十 円 」 を 「 七 百 四 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ３ ニ � 中 「 千 二 百 五 十 円 」 を 「 千 二 百 八 十

円 」 に 改 め 、 同 項 ３ ニ � 中 「 二 千 三 百 円 」 を 「 二 千 三 百 四 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ３ ホ 中 「 千 六 百 七

十 円 」 を 「 千 七 百 円 」 に 改 め 、 同 項 ４ イ � 中 「 九 千 三 百 二 十 円 」 を 「 九 千 五 百 円 」 に 改 め 、 同 項

４ イ � 中 「 三 万 四 百 円 」 を 「 三 万 九 百 六 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ４ イ � 中 「 十 七 万 九 千 四 百 円 」 を 「 十

八 万 二 千 七 百 二 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ４ ロ 中 「 二 千 四 百 円 」 を 「 二 千 四 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ４

ハ � 中 「 八 千 六 十 円 」 を 「 八 千 二 百 二 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ４ ハ � 中 「 四 万 四 千 五 百 五 十 円 」 を 「 四

万 五 千 三 百 八 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ４ ニ 及 び ホ � 中 「 二 百 円 」 を 「 二 百 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ４ ホ �

中 「 千 三 百 五 十 円 」 を 「 千 三 百 八 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ４ へ � 中 「 七 百 三 十 円 」 を 「 七 百 四 十 円 」

に 改 め 、 同 項 ４ へ � 中 「 千 八 百 八 十 円 」 を 「 千 九 百 二 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ４ へ � 中 「 三 千 四 百 五

十 円 」 を 「 三 千 五 百 二 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ４ へ � 中 「 一 万 千 円 」 を 「 一 万 千 二 百 十 円 」 に 改 め 、

同 項 ４ へ � 中 「 二 万 九 百 六 十 円 」 を 「 二 万 千 三 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ４ ト � 中 「 七 百 三 十 円 」

を 「 七 百 四 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ４ ト � 中 「 千 二 百 五 十 円 」 を 「 千 二 百 八 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ４ ト

� 中 「 二 千 三 百 円 」 を 「 二 千 三 百 四 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ４ ト � 中 「 一 万 千 円 」 を 「 一 万 千 二 百 円 」

に 改 め 、 同 項 ５ イ 及 び ロ � 中 「 二 百 円 」 を 「 二 百 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ５ ロ � 中 「 千 三 百 五 十 円 」

を 「 千 三 百 八 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ５ ハ � 中 「 九 百 三 十 円 」 を 「 九 百 六 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ５ ハ �

中 「 二 千 八 十 円 」 を 「 二 千 百 三 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ５ ハ � 中 「 三 千 三 百 五 十 円 」 を 「 三 千 四 百 十

円 」 に 改 め 、 同 項 ５ ハ � 中 「 五 千 二 百 三 十 円 」 を 「 五 千 三 百 三 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ５ ハ � 中 「 一

万 四 千 六 百 七 十 円 」 を 「 一 万 四 千 九 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ５ ハ � 中 「 二 万 九 百 六 十 円 」 を 「 二

万 千 三 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ５ ニ � 中 「 七 百 三 十 円 」 を 「 七 百 四 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ５ ニ � 中

「 千 二 百 五 十 円 」 を 「 千 二 百 八 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ５ ニ � 中 「 二 千 三 百 円 」 を 「 二 千 三 百 四 十 円 」

に 改 め 、 同 項 ５ ニ � 中 「 一 万 千 円 」 を 「 一 万 千 二 百 円 」 に 改 め 、 同 項 ５ ホ � 中 「 二 千 七 百 二 十 円 」

を 「 二 千 七 百 七 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ５ ホ � 中 「 四 千 九 百 二 十 円 」 を 「 五 千 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ６

イ 中 「 千 三 十 円 」 を 「 千 六 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ 中 「 千 八 百 八 十 円 」 を 「 千 九 百 二 十 円 」 に 改

め 、 同 項 ６ ハ � 中 「 二 千 六 百 十 円 」 を 「 二 千 六 百 六 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ ハ � 中 「 三 千 七 百 六 十

円 」 を 「 三 千 八 百 四 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ ハ � 中 「 五 千 二 十 円 」 を 「 五 千 百 二 十 円 」 に 改 め 、 同

項 ６ ハ � 中 「 六 千 九 百 十 円 」 を 「 七 千 四 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ ハ � 中 「 一 万 六 千 五 百 六 十 円 」 を

「 一 万 六 千 八 百 七 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ ハ � 中 「 二 万 五 千 百 五 十 円 」 を 「 二 万 五 千 六 百 三 十 円 」

に 改 め 、 同 項 ７ イ 中 「 二 百 円 」 を 「 二 百 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ７ ロ � 中 「 六 百 二 十 円 」 を 「 六 百 四
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（１１）

十 円 」 に 改 め 、 同 項 ７ ロ � 中 「 千 七 百 七 十 円 」 を 「 千 八 百 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ７ ロ � 中 「 四 千 百

八 十 円 」 を 「 四 千 二 百 七 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ７ ロ � 中 「 七 千 九 百 六 十 円 」 を 「 八 千 百 十 円 」 に 改

め 、 同 項 ７ ハ � 中 「 千 九 百 八 十 円 」 を 「 二 千 二 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ７ ハ � 中 「 四 千 八 百 十 円 」 を

「 四 千 九 百 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ７ ハ � 中 「 六 千 五 百 円 」 を 「 六 千 六 百 二 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ７ ニ

� 中 「 五 百 十 円 」 を 「 五 百 三 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ７ ニ � 中 「 二 千 七 百 二 十 円 」 を 「 二 千 七 百 七 十

円 」 に 改 め 、 同 項 ７ ニ � 中 「 八 千 百 七 十 円 」 を 「 八 千 三 百 三 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ７ ホ 中 「 三 千 五

百 五 十 円 」 を 「 三 千 六 百 三 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ７ ヘ 中 「 五 百 十 円 」 を 「 五 百 三 十 円 」 に 改 め 、 同

項 ８ イ 中 「 二 百 円 」 を 「 二 百 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ８ ロ 中 「 七 百 三 十 円 」 を 「 七 百 四 十 円 」 に 改 め 、

同 項 ９ 中 「 三 百 十 円 」 を 「 三 百 二 十 円 」 に 改 め 、 同 項 （ 二 ） 中 「 千 三 十 円 」 を 「 千 六 十 円 」 に 改

め 、 同 表 八 十 七 の 項 １ 中 「 五 百 九 十 円 」 を 「 六 百 円 」 に 、 「 十 万 八 千 四 百 十 円 」 を 「 一 万 八 千 百

二 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ２ 中 「 二 万 五 千 七 百 四 十 円 」 を 「 二 万 六 千 二 百 二 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ３ 中

「 五 百 九 十 円 」 を 「 六 百 円 」 に 、 「 一 万 五 千 二 百 六 十 円 」 を 「 一 万 五 千 五 百 四 十 円 」 に 改 め 、 同

項 ４ 中 「 千 六 百 七 十 円 」 を 「 千 九 百 二 十 円 」 に 、 「 五 千 四 百 十 円 」 を 「 五 千 三 百 五 十 円 」 に 改 め 、

同 項 ５ 中 「 五 百 九 十 円 」 を 「 六 百 円 」 に 、 「 一 万 七 千 四 百 六 十 円 」 を 「 一 万 七 千 七 百 八 十 円 」 に

改 め 、 同 項 ６ 中 「 千 六 十 円 」 を 「 千 八 十 円 」 に 、 「 千 五 百 六 十 円 」 を 「 千 五 百 九 十 円 」 に 改 め 、

同 項 ７ 中 「 二 千 二 百 十 円 」 を 「 二 千 二 百 五 十 円 」 に 、 「 四 万 千 三 百 十 円 」 を 「 四 万 二 千 八 十 円 」

に 改 め 、 同 項 ８ 中 「 千 三 百 九 十 円 」 を 「 千 四 百 二 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ９ 中 「 千 九 百 九 十 円 」 を 「 二

千 三 十 円 」 に 改 め 、 同 項 １０ 中 「 六 百 九 十 円 」 を 「 七 百 十 円 」 に 、 「 二 千 百 円 」 を 「 二 千 百 四 十 円 」

に 改 め 、 同 項 １１ 中 「 千 二 百 九 十 円 」 を 「 千 三 百 二 十 円 」 に 改 め 、 同 項 １２ 中 「 二 千 七 百 円 」 を 「 二

千 七 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 １３ 中 「 三 百 十 円 」 を 「 三 百 三 十 円 」 に 、 「 七 千 六 百 八 十 円 」 を 「 七

千 八 百 円 」 に 改 め 、 同 項 １４ 中 「 千 六 百 七 十 円 」 を 「 千 七 百 円 」 に 改 め 、 同 表 八 十 七 の 二 の 項 １ 中

「 三 万 二 千 百 十 円 」 を 「 三 万 二 千 七 百 円 」 に 改 め 、 同 項 ２ 中 「 千 九 百 円 」 を 「 千 九 百 三 十 円 」 に 、

「 三 万 千 二 百 八 十 円 」 を 「 三 万 千 八 百 六 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ３ 中 「 五 千 百 五 十 円 」 を 「 五 千 二 百

四 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ４ 中 「 五 千 三 百 五 十 円 」 を 「 五 千 四 百 五 十 円 」 に 、 「 二 万 三 千 八 百 八 十 円 」

を 「 二 万 四 千 三 百 二 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ５ 中 「 一 万 五 千 百 五 十 円 」 を 「 一 万 五 千 四 百 三 十 円 」 に 、

「 三 万 四 千 七 百 七 十 円 」 を 「 三 万 五 千 四 百 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ 中 「 千 六 百 六 十 円 」 を 「 千 六 百

九 十 円 」 に 改 め 、 同 表 八 十 七 の 三 の 項 イ 中 「 二 万 八 千 八 百 円 」 を 「 二 万 九 千 三 百 三 十 円 」 に 改 め 、

同 項 ロ 中 「 一 万 千 三 百 十 円 」 を 「 一 万 千 五 百 二 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ハ 中 「 四 千 六 百 二 十 円 」 を 「 四

千 七 百 十 円 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 一 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各

号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

一 第 一 条 の 規 定 公 布 の 日
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（１２）

二 第 二 条 の 規 定 こ の 条 例 の 公 布 の 日 又 は 建 築 基 準 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 三 十 年 法 律

第 六 十 七 号 ） の 施 行 の 日 の い ず れ か 遅 い 日

三 第 三 条 及 び 次 項 の 規 定 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日

四 第 四 条 の 規 定 平 成 三 十 一 年 六 月 一 日

（ 経 過 措 置 ）

２ 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 別 表 八 十 七 の 二 の 項 の 規 定 は 、 前 項 第 三 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の

日 以 後 の 依 頼 に 係 る 試 験 の 手 数 料 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 依 頼 に 係 る 試 験 の 手 数 料 に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 別 表 八 十 六 の 項 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」

と い う 。 ） 以 後 の 依 頼 に 係 る 試 験 、 検 査 等 の 手 数 料 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 の 依 頼 に 係 る 試 験 、

検 査 等 の 手 数 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

４ 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 別 表 八 十 七 の 項 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 の 依 頼 に 係 る 試 験 、 加 工 等

の 手 数 料 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 の 依 頼 に 係 る 試 験 、 加 工 等 の 手 数 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の

例 に よ る 。

５ 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 別 表 八 十 七 の 二 の 項 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 の 依 頼 に 係 る 試 験 及 び

林 業 技 術 に 関 す る 情 報 の 提 供 の 手 数 料 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 の 依 頼 に 係 る 試 験 及 び 林 業 技 術

に 関 す る 情 報 の 提 供 の 手 数 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

消 費 税 法 等 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 手 数 料 の 額 を 改 定 す る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提

出 す る 理 由 で あ る 。
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（１３）

（ 石 川 県 能 登 空 港 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 石 川 県 能 登 空 港 条 例 （ 平 成 十 五 年 石 川 県 条 例 第 三 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 備 考 二 中 「 一 ・ 〇 八 」 を 「 一 ・ 一 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 の 二 の 項 イ 中 「 千 四 百 四 十 円 」 を 「 千 四 百 六 十 円 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 立 能 楽 堂 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 石 川 県 立 能 楽 堂 条 例 （ 昭 和 四 十 六 年 石 川 県 条 例 第 四 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 号 の 表 中
「

九 、 七 二 〇 円 一 一 、 三 二 〇 円 一 二 、 九 六 〇 円 二 七 、 五 二 〇 円
」

六 、 四 八 〇 円 八 、 〇 八 〇 円 九 、 七 二 〇 円 一 九 、 四 四 〇 円

六 、 四 八 〇 円 八 、 〇 八 〇 円 九 、 七 二 〇 円 一 九 、 四 四 〇 円

四 、 三 二 〇 円 五 、 九 二 〇 円 七 、 五 六 〇 円 一 五 、 一 二 〇 円

六 、 四 八 〇 円 八 、 〇 八 〇 円 九 、 七 二 〇 円 一 九 、 四 四 〇 円

四 、 三 二 〇 円 五 、 九 二 〇 円 七 、 五 六 〇 円 一 五 、 一 二 〇 円

四 、 八 四 〇 円 六 、 四 八 〇 円 八 、 〇 八 〇 円 一 六 、 二 〇 〇 円

三 、 二 四 〇 円 四 、 八 四 〇 円 六 、 四 八 〇 円 一 二 、 九 六 〇 円

一 、 〇 八 〇 円 一 、 六 〇 〇 円 二 、 六 八 〇 円 四 、 八 四 〇 円

三 、 二 四 〇 円 四 、 三 二 〇 円 五 、 四 〇 〇 円 一 〇 、 八 〇 〇 円

を
「

九 、 九 〇 〇 円 一 一 、 五 四 〇 円 一 三 、 二 〇 〇 円 二 八 、 〇 四 〇 円

に 改 め る 。

六 、 六 〇 〇 円 八 、 二 四 〇 円 九 、 九 〇 〇 円 一 九 、 八 〇 〇 円

六 、 六 〇 〇 円 八 、 二 四 〇 円 九 、 九 〇 〇 円 一 九 、 八 〇 〇 円

四 、 四 〇 〇 円 六 、 〇 四 〇 円 七 、 七 〇 〇 円 一 五 、 四 〇 〇 円

六 、 六 〇 〇 円 八 、 二 四 〇 円 九 、 九 〇 〇 円 一 九 、 八 〇 〇 円

四 、 四 〇 〇 円 六 、 〇 四 〇 円 七 、 七 〇 〇 円 一 五 、 四 〇 〇 円

議 案 第 二 十 四 号

石 川 県 能 登 空 港 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 能 登 空 港 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 三 十 一 年 二 月 二 十 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 能 登 空 港 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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四 、 九 四 〇 円 六 、 六 〇 〇 円 八 、 二 四 〇 円 一 六 、 五 〇 〇 円
」

三 、 三 〇 〇 円 四 、 九 四 〇 円 六 、 六 〇 〇 円 一 三 、 二 〇 〇 円

一 、 一 〇 〇 円 一 、 六 四 〇 円 二 、 七 四 〇 円 四 、 九 四 〇 円

三 、 三 〇 〇 円 四 、 四 〇 〇 円 五 、 五 〇 〇 円 一 一 、 〇 〇 〇 円

別 表 第 六 号 の 表 特 設 舞 台 の 項 を 削 り 、 同 表 定 式 幕 の 項 中 「 四 、 三 二 〇 円 」 を 「 四 、 四 〇 〇 円 」

に 改 め 、 同 表 能 装 束 の 項 中 「 三 、 二 四 〇 円 」 を 「 三 、 三 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 立 白 山 ろ く 民 俗 資 料 館 入 場 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 石 川 県 立 白 山 ろ く 民 俗 資 料 館 入 場 料 条 例 （ 昭 和 五 十 四 年 石 川 県 条 例 第 三 十 一 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 中 「 二 〇 〇 円 」 を 「 二 一 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 立 美 術 館 使 用 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 石 川 県 立 美 術 館 使 用 料 条 例 （ 昭 和 五 十 八 年 石 川 県 条 例 第 二 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

別 表 第 一 第 一 項 の 表 中 「 三 六 〇 円 」 を 「 三 七 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 特 別 観 覧 料 の 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

特 別 観 覧 料 の 額

三 、 二 〇 〇 円

四 二 〇 円

四 、 二 七 〇 円

三 、 四 一 〇 円

五 三 〇 円

六 、 四 〇 〇 円

六 、 四 〇 〇 円

二 、 一 三 〇 円

二 、 一 三 〇 円

五 三 〇 円

別 表 第 三 第 一 項 第 一 号 の 表 中 「 一 八 、 九 二 〇 円 」 を 「 一 九 、 二 七 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 三 第 一 項 第 二 号 の 表 中

「

六 、 四 六 〇 円 一 〇 、 七 八 〇 円 一 一 、 八 六 〇 円 一 五 、 一 〇 〇 円 一 九 、 四 二 〇 円 二 六 、 九 八 〇 円

」
を

「

六 、 六 〇 〇 円 一 一 、 〇 〇 〇 円 一 二 、 一 〇 〇 円 一 五 、 四 〇 〇 円 一 九 、 八 〇 〇 円 二 七 、 五 〇 〇 円

」
に
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改 め る 。

別 表 第 三 第 一 項 第 三 号 の 表 中 「 一 、 四 六 〇 円 」 を 「 一 、 四 八 〇 円 」 に 、 「 二 、 四 〇 〇 円 」 を 「 二 、

四 五 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 三 第 四 項 中 「 三 、 一 三 〇 円 」 を 「 三 、 二 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 四 中 「 二 、 〇 八 〇 円 」 を 「 二 、 一 三 〇 円 」 に 、 「 三 一 〇 円 」 を 「 三 二 〇 円 」 に 、 「 五 、 二

三 〇 円 」 を 「 五 、 三 三 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 立 歴 史 博 物 館 使 用 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 石 川 県 立 歴 史 博 物 館 使 用 料 条 例 （ 昭 和 六 十 一 年 石 川 県 条 例 第 二 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

別 表 第 二 第 一 項 の 表 中 「 一 八 、 九 二 〇 円 」 を 「 一 九 、 二 七 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 立 音 楽 堂 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 石 川 県 立 音 楽 堂 条 例 （ 平 成 十 三 年 石 川 県 条 例 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 の 一 の 項 か ら 六 の 項 ま で の 金 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

三 七 、 七 一 〇 円 六 九 、 一 四 〇 円 八 六 、 九 五 〇 円 七 一 、 二 三 〇 円 一 二 一 、 五 二 〇 円 一 七 二 、 八 五 〇 円

二 八 、 二 八 〇 円 五 三 、 四 二 〇 円 七 〇 、 一 九 〇 円 五 四 、 四 七 〇 円 九 二 、 一 九 〇 円 一 三 三 、 〇 四 〇 円

二 四 、 〇 九 〇 円 四 五 、 〇 四 〇 円 五 一 、 三 三 〇 円 四 六 、 〇 九 〇 円 七 八 、 五 七 〇 円 一 〇 八 、 九 五 〇 円

一 八 、 八 五 〇 円 三 六 、 六 六 〇 円 四 〇 、 八 五 〇 円 三 七 、 七 一 〇 円 六 三 、 九 〇 〇 円 八 六 、 九 五 〇 円

四 、 七 一 〇 円 六 、 二 八 〇 円 七 、 八 五 〇 円 七 、 八 五 〇 円 一 一 、 〇 〇 〇 円 一 七 、 二 八 〇 円

三 、 一 四 〇 円 四 、 一 九 〇 円 五 、 二 三 〇 円 五 、 二 三 〇 円 七 、 三 三 〇 円 一 一 、 五 二 〇 円

六 八 〇 円 八 九 〇 円 一 、 一 〇 〇 円 一 、 一 〇 〇 円 一 、 五 七 〇 円 二 、 二 〇 〇 円

六 八 〇 円 八 九 〇 円 一 、 一 〇 〇 円 一 、 一 〇 〇 円 一 、 五 七 〇 円 二 、 二 〇 〇 円

六 八 〇 円 八 九 〇 円 一 、 一 〇 〇 円 一 、 一 〇 〇 円 一 、 五 七 〇 円 二 、 二 〇 〇 円

一 、 三 〇 〇 円 一 、 七 八 〇 円 二 、 二 〇 〇 円 二 、 二 〇 〇 円 三 、 三 〇 〇 円 四 、 四 〇 〇 円

六 八 〇 円 八 九 〇 円 一 、 一 〇 〇 円 一 、 一 〇 〇 円 一 、 五 七 〇 円 二 、 二 〇 〇 円

六 八 〇 円 八 九 〇 円 一 、 一 〇 〇 円 一 、 一 〇 〇 円 一 、 五 七 〇 円 二 、 二 〇 〇 円

六 八 〇 円 八 九 〇 円 一 、 一 〇 〇 円 一 、 一 〇 〇 円 一 、 五 七 〇 円 二 、 二 〇 〇 円

一 、 六 七 〇 円 二 、 二 〇 〇 円 二 、 七 二 〇 円 二 、 七 二 〇 円 三 、 八 七 〇 円 五 、 五 〇 〇 円

九 九 〇 円 一 、 三 〇 〇 円 一 、 六 七 〇 円 一 、 六 七 〇 円 二 、 四 〇 〇 円 三 、 三 〇 〇 円

九 九 〇 円 一 、 三 〇 〇 円 一 、 六 七 〇 円 一 、 六 七 〇 円 二 、 四 〇 〇 円 三 、 三 〇 〇 円

六 八 〇 円 八 九 〇 円 一 、 一 〇 〇 円 一 、 一 〇 〇 円 一 、 五 七 〇 円 二 、 二 〇 〇 円

六 八 〇 円 八 九 〇 円 一 、 一 〇 〇 円 一 、 一 〇 〇 円 一 、 五 七 〇 円 二 、 二 〇 〇 円

六 八 〇 円 八 九 〇 円 一 、 一 〇 〇 円 一 、 一 〇 〇 円 一 、 五 七 〇 円 二 、 二 〇 〇 円

一 、 九 九 〇 円 二 、 六 一 〇 円 三 、 三 〇 〇 円 三 、 三 〇 〇 円 四 、 九 七 〇 円 六 、 六 〇 〇 円

九 九 〇 円 一 、 三 〇 〇 円 一 、 六 七 〇 円 一 、 六 七 〇 円 二 、 四 〇 〇 円 三 、 三 〇 〇 円

九 九 〇 円 一 、 三 〇 〇 円 一 、 六 七 〇 円 一 、 六 七 〇 円 二 、 四 〇 〇 円 三 、 三 〇 〇 円
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九 九 〇 円 一 、 三 〇 〇 円 一 、 六 七 〇 円 一 、 六 七 〇 円 二 、 四 〇 〇 円 三 、 三 〇 〇 円

一 、 三 〇 〇 円 一 、 七 八 〇 円 二 、 二 〇 〇 円 二 、 二 〇 〇 円 三 、 三 〇 〇 円 四 、 四 〇 〇 円

一 、 三 〇 〇 円 一 、 七 八 〇 円 二 、 二 〇 〇 円 二 、 二 〇 〇 円 三 、 三 〇 〇 円 四 、 四 〇 〇 円

一 、 九 九 〇 円 二 、 六 一 〇 円 三 、 三 〇 〇 円 三 、 三 〇 〇 円 四 、 九 七 〇 円 六 、 六 〇 〇 円

一 、 九 九 〇 円 二 、 六 一 〇 円 三 、 三 〇 〇 円 三 、 三 〇 〇 円 四 、 九 七 〇 円 六 、 六 〇 〇 円

六 八 〇 円 八 九 〇 円 一 、 一 〇 〇 円 一 、 一 〇 〇 円 一 、 五 七 〇 円 二 、 二 〇 〇 円

六 八 〇 円 八 九 〇 円 一 、 一 〇 〇 円 一 、 一 〇 〇 円 一 、 五 七 〇 円 二 、 二 〇 〇 円

九 九 〇 円 一 、 三 〇 〇 円 一 、 六 七 〇 円 ― ― 三 、 三 〇 〇 円

九 九 〇 円 一 、 三 〇 〇 円 一 、 六 七 〇 円 ― ― 三 、 三 〇 〇 円

九 九 〇 円 一 、 三 〇 〇 円 一 、 六 七 〇 円 ― ― 三 、 三 〇 〇 円

九 九 〇 円 一 、 三 〇 〇 円 一 、 六 七 〇 円 ― ― 三 、 三 〇 〇 円

一 、 五 一 〇 円 一 、 九 九 〇 円 二 、 五 一 〇 円 ― ― 四 、 九 七 〇 円

一 、 五 一 〇 円 一 、 九 九 〇 円 二 、 五 一 〇 円 ― ― 四 、 九 七 〇 円

二 、 九 八 〇 円 三 、 九 八 〇 円 四 、 九 七 〇 円 ― ― 九 、 九 〇 〇 円

別 表 の 八 の 項 中 「 二 〇 、 五 七 〇 円 」 を 「 二 〇 、 九 五 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 四 高 記 念 文 化 交 流 館 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 四 高 記 念 文 化 交 流 館 条 例 （ 平 成 十 九 年 石 川 県 条 例 第 五 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
別 表 第 一 第 一 項 の 表 中 「 三 六 〇 円 」 を 「 三 七 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 第 一 項 の 表 施 設 使 用 料 の 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

施 設 使 用 料 の 額

午 前 午 後 夜 間 全 日

午 前 九 時 か ら

正 午 ま で

午 後 一 時 か ら

午 後 四 時 ま で

午 後 五 時 か ら

午 後 九 時 ま で

午 前 九 時 か ら

午 後 九 時 ま で

一 、 八 八 〇 円 一 、 八 八 〇 円 二 、 九 三 〇 円 六 、 六 九 〇 円

一 、 八 八 〇 円 一 、 八 八 〇 円 二 、 九 三 〇 円 六 、 六 九 〇 円

一 、 八 八 〇 円 一 、 八 八 〇 円 二 、 九 三 〇 円 六 、 六 九 〇 円

一 、 八 八 〇 円 一 、 八 八 〇 円 二 、 九 三 〇 円 六 、 六 九 〇 円

一 、 八 八 〇 円 一 、 八 八 〇 円 二 、 九 三 〇 円 六 、 六 九 〇 円

（ 石 川 県 政 記 念 し い の き 迎 賓 館 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 八 条 石 川 県 政 記 念 し い の き 迎 賓 館 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 石 川 県 条 例 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

別 表 第 一 号 の 表 一 の 項 か ら 五 の 項 ま で の 金 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

二 一 、 三 六 〇 円 二 一 、 三 六 〇 円 二 八 、 四 八 〇 円 七 一 、 二 〇 〇 円
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一 〇 、 六 八 〇 円 一 〇 、 六 八 〇 円 一 四 、 二 四 〇 円 三 五 、 六 〇 〇 円

一 〇 、 六 八 〇 円 一 〇 、 六 八 〇 円 一 四 、 二 四 〇 円 三 五 、 六 〇 〇 円

三 、 七 五 〇 円 三 、 七 五 〇 円 五 、 六 四 〇 円 一 三 、 一 四 〇 円

一 、 二 五 〇 円 一 、 二 五 〇 円 一 、 八 八 〇 円 四 、 三 八 〇 円

二 、 五 〇 〇 円 二 、 五 〇 〇 円 三 、 七 六 〇 円 八 、 七 六 〇 円

五 、 〇 〇 〇 円 五 、 〇 〇 〇 円 七 、 五 二 〇 円 一 七 、 五 二 〇 円

二 、 五 〇 〇 円 二 、 五 〇 〇 円 三 、 七 六 〇 円 八 、 七 六 〇 円

二 、 五 〇 〇 円 二 、 五 〇 〇 円 三 、 七 六 〇 円 八 、 七 六 〇 円

一 九 、 四 八 〇 円 一 九 、 四 八 〇 円 二 五 、 九 八 〇 円 六 四 、 九 四 〇 円

― ― ― 六 、 二 八 〇 円

― ― ― 四 、 七 一 〇 円

一 日 に つ き 一 平 方 メ ー ト ル 五 三 円

（ 石 川 県 体 育 施 設 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 九 条 石 川 県 体 育 施 設 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 条 例 第 四 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 号 の 表 相 撲 競 技 の た め に 使 用 す る 場 合 の 項 中 「 一 四 二 、 五 六 〇 円 」 を 「 一 四 五 、 二 〇

〇 円 」 に 、 「 六 三 、 七 二 〇 」 を 「 六 四 、 九 〇 〇 」 に 、 「 三 、 四 四 〇 」 を 「 三 、 五 一 〇 」 に 、 「 四 、

九 五 〇 」 を 「 五 、 〇 五 〇 」 に 、 「 七 、 四 三 〇 」 を 「 七 、 五 八 〇 」 に 改 め 、 同 表 相 撲 競 技 以 外 の 目

的 で 使 用 す る 場 合 の 項 中 「 二 一 三 、 八 四 〇 」 を 「 二 一 七 、 八 〇 〇 」 に 、 「 七 、 四 三 〇 」 を 「 七 、

五 八 〇 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 号 １ の 表 ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ に 使 用 す る 場 合 の 項 中 「 二 〇 〇 円 」 を 「 二 一 〇 円 」 に 、

「 二 〇 〇 」 を 「 二 一 〇 」 に 、 「 三 、 二 四 〇 」 を 「 三 、 三 〇 〇 」 に 、 「 二 、 一 六 〇 」 を 「 二 、 二 〇 〇 」

に 、 「 一 、 六 〇 〇 」 を 「 一 、 六 四 〇 」 に 、 「 一 、 〇 八 〇 」 を 「 一 、 一 〇 〇 」 に 、 「 七 、 九 八 〇 」 を

「 八 、 一 三 〇 」 に 、 「 二 一 、 六 〇 〇 」 を 「 二 二 、 〇 〇 〇 」 に 、 「 五 、 四 〇 〇 」 を 「 五 、 五 〇 〇 」 に 、

「 一 四 、 五 六 〇 」 を 「 一 四 、 八 四 〇 」 に 、 「 二 、 五 八 〇 」 を 「 二 、 六 三 〇 」 に 、 「 六 、 九 〇 〇 」 を

「 七 、 〇 三 〇 」 に 、 「 二 三 、 九 六 〇 」 を 「 二 四 、 四 一 〇 」 に 、 「 六 四 、 八 〇 〇 」 を 「 六 六 、 〇 〇 〇 」

に 改 め 、 同 表 ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ 以 外 に 使 用 す る 場 合 の 項 中 「 三 八 、 八 八 〇 」 を 「 三 九 、 六 〇 〇 」

に 、 「 一 〇 八 、 〇 〇 〇 」 を 「 一 一 〇 、 〇 〇 〇 」 に 、 「 二 七 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 七 四 、 四 六 〇 円 」

に 改 め る 。

別 表 第 二 号 ２ の 表 ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ に 使 用 す る 場 合 の 項 の 金 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

二 一 〇 円

二 一 〇

二 一 〇

三 、 三 〇 〇
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二 、 二 〇 〇

一 〇 〇

一 〇 〇

一 〇 〇

一 、 六 三 〇

一 、 一 〇 〇

五 、 五 〇 〇

五 、 五 〇 〇

五 、 五 〇 〇

一 四 、 九 七 〇

二 、 六 二 〇

二 、 六 二 〇

二 、 六 二 〇

七 、 〇 二 〇

二 、 八 七 〇

二 、 八 七 〇

二 、 八 七 〇

七 、 八 〇 〇

二 、 六 二 〇

二 、 六 二 〇

二 、 六 二 〇

七 、 〇 六 〇

二 、 六 二 〇

二 、 六 二 〇

二 、 六 二 〇

七 、 〇 六 〇

二 、 六 二 〇

二 、 六 二 〇

二 、 六 二 〇

七 、 〇 六 〇

一 六 、 五 二 〇

一 六 、 五 二 〇

一 六 、 五 二 〇

四 四 、 九 一 〇
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七 、 八 八 〇

七 、 八 八 〇

七 、 八 八 〇

二 一 、 〇 八 〇

別 表 第 二 号 ２ の 表 ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ 以 外 に 使 用 す る 場 合 の 項 中 「 二 六 、 三 〇 〇 」 を 「 二 六 、

七 八 〇 」 に 、 「 七 三 、 四 九 〇 」 を 「 七 四 、 八 五 〇 」 に 、 「 一 二 、 五 七 〇 」 を 「 一 二 、 八 一 〇 」 に 、

「 三 四 、 五 〇 〇 」 を 「 三 五 、 一 四 〇 」 に 、 「 二 七 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 七 五 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め

る 。
別 表 第 二 号 ３ の 表 第 一 会 議 室 の 項 中 「 二 、 七 九 〇 円 」 を 「 二 、 八 五 〇 円 」 に 、 「 二 、 七 九 〇 」

を 「 二 、 八 五 〇 」 に 、 「 八 、 四 一 〇 」 を 「 八 、 五 七 〇 」 に 改 め 、 同 表 第 二 会 議 室 の 項 、 第 三 会 議

室 の 項 及 び 第 四 会 議 室 の 項 中 「 一 、 六 〇 〇 」 を 「 一 、 六 四 〇 」 に 、 「 四 、 八 四 〇 」 を 「 四 、 九 四

〇 」 に 改 め 、 同 表 和 室 （ 合 宿 の 場 合 に 限 る 。 ） の 項 中 「 五 三 〇 」 を 「 五 四 〇 」 に 改 め 、 同 表 多 目

的 室 の 項 中 「 一 、 六 〇 〇 」 を 「 一 、 六 三 〇 」 に 、 「 四 、 八 四 〇 」 を 「 四 、 九 三 〇 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 号 ４ の 表 柔 道 場 の 項 中 「 六 八 〇 円 」 を 「 七 〇 〇 円 」 に 、 「 二 〇 〇 」 を 「 二 一 〇 」 に 改

め 、 同 表 剣 道 場 の 項 中 「 六 八 〇 」 を 「 七 〇 〇 」 に 、 「 二 〇 〇 」 を 「 二 一 〇 」 に 改 め 、 同 表 弓 道 場

の 項 中 「 四 二 〇 」 を 「 四 三 〇 」 に 、 「 二 〇 〇 」 を 「 二 一 〇 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 号 ５ の 表 中 「 一 、 〇 八 〇 」 を 「 一 、 一 〇 〇 」 に 改 め る 。

別 表 第 三 号 １ の 表 中 「 一 、 〇 八 〇 円 」 を 「 一 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 一 、 九 三 〇 」 を 「 一 、 九 七 〇 」

に 、 「 三 八 、 八 八 〇 」 を 「 三 九 、 六 〇 〇 」 に 改 め る 。

別 表 第 三 号 ２ の 表 中 「 一 、 〇 八 〇 円 」 を 「 一 、 一 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 四 号 １ の 表 ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ に 使 用 す る 場 合 の 項 中 「 七 、 五 六 〇 円 」 を 「 七 、 七 〇 〇

円 」 に 、 「 一 一 、 八 八 〇 」 を 「 一 二 、 一 〇 〇 」 に 、 「 二 八 、 〇 八 〇 」 を 「 二 八 、 六 〇 〇 」 に 、 「 二

三 、 二 〇 〇 」 を 「 二 三 、 六 四 〇 」 に 、 「 三 四 、 〇 〇 〇 」 を 「 三 四 、 六 四 〇 」 に 、 「 八 二 、 六 〇 〇 」

を 「 八 四 、 一 四 〇 」 に 、 「 二 、 一 六 〇 」 を 「 二 、 二 〇 〇 」 に 、 「 三 、 四 四 〇 」 を 「 三 、 五 一 〇 」 に 、

「 八 、 〇 八 〇 」 を 「 八 、 二 四 〇 」 に 、 「 三 、 八 七 〇 」 を 「 三 、 九 五 〇 」 に 、 「 五 、 八 二 〇 」 を 「 五 、

九 三 〇 」 に 、 「 一 三 、 八 一 〇 」 を 「 一 四 、 〇 七 〇 」 に 、 「 七 五 〇 」 を 「 七 六 〇 」 に 改 め 、 同 表 ア マ

チ ュ ア ス ポ ー ツ 以 外 に 使 用 す る 場 合 の 項 中 「 一 四 〇 、 四 〇 〇 」 を 「 一 四 三 、 〇 〇 〇 」 に 、 「 二 〇

一 、 九 六 〇 」 を 「 二 〇 五 、 七 〇 〇 」 に 、 「 五 一 八 、 四 〇 〇 」 を 「 五 二 八 、 〇 〇 〇 」 に 改 め る 。

別 表 第 四 号 ２ の 表 ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ に 使 用 す る 場 合 の 項 中 「 三 七 、 八 〇 〇 円 」 を 「 三 八 、 五

〇 〇 円 」 に 、 「 二 九 、 一 六 〇 」 を 「 二 九 、 七 〇 〇 」 に 、 「 九 、 七 二 〇 」 を 「 九 、 九 〇 〇 」 に 、 「 二

七 、 〇 〇 〇 」 を 「 二 七 、 五 〇 〇 」 に 、 「 二 〇 、 五 二 〇 」 を 「 二 〇 、 九 〇 〇 」 に 、 「 七 、 五 六 〇 」 を

「 七 、 七 〇 〇 」 に 改 め 、 同 表 ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ 以 外 に 使 用 す る 場 合 の 項 中 「 一 三 五 、 〇 〇 〇 」

を 「 一 三 七 、 五 〇 〇 」 に 改 め る 。
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別 表 第 四 号 ３ の 表 中 「 一 、 〇 二 〇 円 」 を 「 一 、 〇 四 〇 円 」 に 、 「 七 二 〇 」 を 「 七 三 〇 」 に 、 「 三 、

六 〇 〇 」 を 「 三 、 六 六 〇 」 に 改 め る 。

別 表 第 五 号 １ の 表 個 人 使 用 の 項 中 「 一 五 〇 」 を 「 一 六 〇 」 に 、 「 二 〇 〇 」 を 「 二 一 〇 」 に 改 め 、

同 表 専 用 使 用 の 項 中 「 三 、 二 四 〇 」 を 「 三 、 三 〇 〇 」 に 、 「 六 、 四 八 〇 」 を 「 六 、 六 〇 〇 」 に 、 「 八 、

〇 八 〇 」 を 「 八 、 二 四 〇 」 に 、 「 一 、 六 〇 〇 」 を 「 一 、 六 四 〇 」 に 、 「 四 、 三 二 〇 」 を 「 四 、 四 〇

〇 」 に 改 め る 。

別 表 第 五 号 ２ の 表 中 「 二 〇 〇 円 」 を 「 二 一 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 五 号 ３ の 表 個 人 使 用 の 項 中 「 三 一 〇 円 」 を 「 三 二 〇 円 」 に 、 「 四 二 〇 」 を 「 四 三 〇 」 に 、

「 一 五 〇 」 を 「 一 六 〇 」 に 、 「 二 〇 〇 」 を 「 二 一 〇 」 に 改 め 、 同 表 団 体 使 用 （ 二 十 人 以 上 ） の 項

中 「 三 一 〇 」 を 「 三 二 〇 」 に 改 め る 。

別 表 第 六 号 １ の 表 ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ に 使 用 す る 場 合 の 項 中 「 二 〇 〇 円 」 を 「 二 一 〇 円 」 に 、

「 五 四 、 〇 〇 〇 」 を 「 五 五 、 〇 〇 〇 」 に 、 「 六 四 、 八 〇 〇 」 を 「 六 六 、 〇 〇 〇 」 に 、 「 一 六 五 、 二

四 〇 」 を 「 一 六 八 、 三 〇 〇 」 に 、 「 一 一 、 八 八 〇 」 を 「 一 二 、 一 〇 〇 」 に 、 「 一 四 、 〇 四 〇 」 を 「 一

四 、 三 〇 〇 」 に 、 「 三 五 、 九 五 〇 」 を 「 三 六 、 六 三 〇 」 に 改 め 、 同 表 ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ 以 外 に

使 用 す る 場 合 の 項 中 「 二 七 〇 、 〇 〇 〇 」 を 「 二 七 五 、 〇 〇 〇 」 に 、 「 三 二 四 、 〇 〇 〇 」 を 「 三 三

〇 、 〇 〇 〇 」 に 、 「 八 二 六 、 二 〇 〇 」 を 「 八 四 一 、 五 〇 〇 」 に 、 「 八 六 、 四 〇 〇 」 を 「 八 八 、 〇 〇

〇 」 に 、 「 九 七 、 二 〇 〇 」 を 「 九 九 、 〇 〇 〇 」 に 、 「 二 五 二 、 七 二 〇 」 を 「 二 五 七 、 四 〇 〇 」 に 改

め る 。
別 表 第 六 号 ２ の 表 専 用 使 用 の 項 中 「 二 、 六 八 〇 」 を 「 二 、 七 四 〇 」 に 、 「 三 、 二 四 〇 」 を 「 三 、

三 〇 〇 」 に 、 「 五 、 四 〇 〇 」 を 「 五 、 五 〇 〇 」 に 、 「 八 、 〇 五 〇 」 を 「 八 、 二 三 〇 」 に 、 「 九 、 七

二 〇 」 を 「 九 、 九 〇 〇 」 に 、 「 一 六 、 二 〇 〇 」 を 「 一 六 、 五 〇 〇 」 に 改 め る 。

別 表 第 六 号 ３ の 表 会 議 室 の 項 中 「 一 、 六 〇 〇 円 」 を 「 一 、 六 四 〇 円 」 に 、 「 二 、 一 六 〇 」 を 「 二 、

二 〇 〇 」 に 、 「 五 、 三 三 〇 」 を 「 五 、 四 二 〇 」 に 改 め 、 同 表 夜 間 照 明 施 設 の 項 中 「 四 五 、 四 八 〇 」

を 「 四 六 、 三 二 〇 」 に 、 「 二 二 、 七 四 〇 」 を 「 二 三 、 一 六 〇 」 に 、 「 一 一 、 三 七 〇 」 を 「 一 一 、 五

八 〇 」 に 、 「 三 二 、 四 八 〇 」 を 「 三 三 、 〇 八 〇 」 に 、 「 一 六 、 二 四 〇 」 を 「 一 六 、 五 四 〇 」 に 、 「 八 、

一 二 〇 」 を 「 八 、 二 七 〇 」 に 、 「 一 六 二 、 五 一 〇 」 を 「 一 六 五 、 五 二 〇 」 に 改 め 、 同 表 電 光 掲 示

板 の 項 中 「 四 、 四 〇 〇 」 を 「 四 、 四 八 〇 」 に 、 「 三 、 一 三 〇 」 を 「 三 、 一 九 〇 」 に 、 「 一 五 、 七 二

〇 」 を 「 一 六 、 〇 一 〇 」 に 改 め る 。

別 表 第 七 号 の 表 個 人 使 用 の 項 中 「 二 〇 〇 円 」 を 「 二 一 〇 円 」 に 、 「 六 、 九 一 〇 」 を 「 七 、 〇 四

〇 」 に 、 「 四 一 、 五 一 〇 」 を 「 四 二 、 二 九 〇 」 に 、 「 二 、 〇 八 〇 」 を 「 二 、 一 一 〇 」 に 、 「 三 、 四

五 〇 」 を 「 三 、 五 二 〇 」 に 、 「 二 〇 、 七 五 〇 」 を 「 二 一 、 一 四 〇 」 に 、 「 一 、 〇 三 〇 」 を 「 一 、 〇

四 〇 」 に 改 め 、 同 表 専 用 使 用 （ 一 面 ） の 項 中 「 一 、 〇 三 〇 」 を 「 一 、 〇 四 〇 」 に 、 「 二 、 三 〇 〇 」

を 「 二 、 三 四 〇 」 に 、 「 三 、 七 六 〇 」 を 「 三 、 八 四 〇 」 に 、 「 五 、 四 五 〇 」 を 「 五 、 五 五 〇 」 に 改

め る 。
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別 表 第 八 号 １ の 表 ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ に 使 用 す る 場 合 の 項 中 「 二 〇 〇 円 」 を 「 二 一 〇 円 」 に 、

「 四 、 〇 八 〇 」 を 「 四 、 一 九 〇 」 に 、 「 一 、 〇 二 〇 」 を 「 一 、 〇 四 〇 」 に 、 「 二 〇 、 五 七 〇 」 を 「 二

〇 、 九 五 〇 」 に 、 「 二 、 〇 四 〇 」 を 「 二 、 〇 九 〇 」 に 、 「 一 〇 、 二 八 〇 」 を 「 一 〇 、 四 七 〇 」 に 、

「 五 一 〇 」 を 「 五 二 〇 」 に 、 「 二 、 五 七 〇 」 を 「 二 、 六 一 〇 」 に 改 め 、 同 表 ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ

以 外 に 使 用 す る 場 合 の 項 中 「 八 二 、 二 八 〇 」 を 「 八 三 、 八 〇 〇 」 に 、 「 一 六 四 、 五 七 〇 」 を 「 一

六 七 、 六 一 〇 」 に 、 「 四 一 、 一 四 〇 」 を 「 四 一 、 九 〇 〇 」 に 、 「 一 〇 、 二 八 〇 」 を 「 一 〇 、 四 七 〇 」

に 、 「 二 〇 、 五 七 〇 」 を 「 二 〇 、 九 五 〇 」 に 改 め る 。

別 表 第 八 号 ２ の 表 中 「 二 〇 〇 」 を 「 二 一 〇 」 に 改 め る 。

別 表 第 八 号 ３ の 表 中 「 二 〇 〇 」 を 「 二 一 〇 」 に 、 「 一 、 〇 八 〇 」 を 「 一 、 一 〇 〇 」 に 改 め る 。

別 表 第 八 号 ４ の 表 中 「 一 、 五 四 〇 円 」 を 「 一 、 五 七 〇 円 」 に 、 「 一 、 二 三 〇 」 を 「 一 、 二 五 〇 」

に 、 「 一 、 〇 二 〇 」 を 「 一 、 〇 四 〇 」 に 改 め る 。

別 表 第 八 号 ５ の 表 照 明 設 備 （ 個 人 使 用 の 場 合 を 除 く 。 ） の 項 中 「 二 、 八 八 〇 円 」 を 「 二 、 九 三

〇 円 」 に 、 「 七 二 〇 」 を 「 七 三 〇 」 に 、 「 一 、 四 四 〇 」 を 「 一 、 四 六 〇 」 に 改 め 、 同 表 冷 暖 房 設 備

の 項 中 「 一 五 、 四 二 〇 」 を 「 一 五 、 七 一 〇 」 に 、 「 四 、 一 一 〇 」 を 「 四 、 一 九 〇 」 に 、 「 一 、 八 五

〇 」 を 「 一 、 八 八 〇 」 に 改 め 、 同 表 可 動 席 の 項 中 「 五 一 、 四 二 〇 」 を 「 五 二 、 三 八 〇 」 に 、 「 一

〇 二 、 八 五 〇 」 を 「 一 〇 四 、 七 六 〇 」 に 改 め る 。

別 表 第 九 号 の 表 石 川 県 卯 辰 山 相 撲 場 の 項 中 「 七 七 、 七 六 〇 円 」 を 「 七 九 、 二 〇 〇 円 」 に 改 め 、

同 表 石 川 県 サ ツ カ ー ・ ラ グ ビ ー 競 技 場 の 項 中 「 二 八 、 〇 八 〇 」 を 「 二 八 、 六 〇 〇 」 に 改 め 、 同 表

石 川 県 立 野 球 場 の 項 中 「 一 一 四 、 四 八 〇 」 を 「 一 一 六 、 六 〇 〇 」 に 改 め 、 同 表 石 川 県 立 自 転 車 競

技 場 の 項 中 「 四 七 、 五 二 〇 」 を 「 四 八 、 四 〇 〇 」 に 改 め 、 同 表 石 川 県 西 部 緑 地 公 園 陸 上 競 技 場 の

項 中 「 七 、 二 八 〇 」 を 「 七 、 四 二 〇 」 に 改 め 、 同 表 石 川 県 西 部 緑 地 公 園 テ ニ ス コ ー ト の 項 中 「 四

九 、 六 八 〇 」 を 「 五 〇 、 六 〇 〇 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 女 性 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 十 条 石 川 県 女 性 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 五 年 石 川 県 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 金 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

金 額

午 前 午 後 夜 間 全 日

午 前 九 時 か ら

正 午 ま で

午 後 一 時 か ら

午 後 四 時 ま で

午 後 五 時 か ら

午 後 九 時 ま で

午 前 九 時 か ら

午 後 九 時 ま で

二 五 、 四 一 〇 円 二 五 、 四 一 〇 円 三 三 、 八 五 〇 円 九 三 、 一 二 〇 円

二 一 、 七 八 〇 円 二 一 、 七 八 〇 円 三 〇 、 二 二 〇 円 八 一 、 〇 五 〇 円

三 、 〇 九 〇 円 三 、 〇 九 〇 円 四 、 一 六 〇 円 一 一 、 三 二 〇 円

二 、 二 四 〇 円 二 、 二 四 〇 円 三 、 二 〇 〇 円 七 、 七 九 〇 円

一 、 九 二 〇 円 一 、 九 二 〇 円 二 、 五 六 〇 円 六 、 四 〇 〇 円
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二 、 〇 二 〇 円 二 、 〇 二 〇 円 二 、 八 八 〇 円 七 、 五 八 〇 円

二 、 〇 二 〇 円 二 、 〇 二 〇 円 二 、 八 八 〇 円 七 、 五 八 〇 円

一 、 〇 六 〇 円 一 、 〇 六 〇 円 一 、 三 八 〇 円 三 、 七 三 〇 円

三 、 〇 九 〇 円 三 、 〇 九 〇 円 四 、 一 六 〇 円 一 一 、 三 二 〇 円

三 、 〇 九 〇 円 三 、 〇 九 〇 円 四 、 一 六 〇 円 一 一 、 三 二 〇 円

午 前 、 午 後 及 び 夜 間 の 各 一 回 一 式 に つ き 五 、 二 三 〇 円

午 前 、 午 後 及 び 夜 間 の 各 一 回 一 式 に つ き 一 〇 、 四 六 〇 円

（ 石 川 県 保 健 所 使 用 料 及 び 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 十 一 条 石 川 県 保 健 所 使 用 料 及 び 手 数 料 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 条 例 第 三 十 八 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 第 三 項 第 一 号 中 「 九 百 七 十 円 」 を 「 九 百 九 十 円 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 六 百 円 」 を 「 六

百 十 円 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 社 会 福 祉 会 館 使 用 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 十 二 条 石 川 県 社 会 福 祉 会 館 使 用 料 条 例 （ 昭 和 四 十 七 年 石 川 県 条 例 第 四 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

別 表 中
「

五 二 〇 円 七 三 〇 円 一 、 二 五 〇 円
」

を

一 、 〇 四 〇 円 一 、 四 六 〇 円 二 、 五 〇 〇 円

八 三 〇 円 一 、 〇 四 〇 円 一 、 八 七 〇 円

三 、 七 六 〇 円 五 、 〇 四 〇 円 八 、 八 〇 〇 円

「

五 三 〇 円 七 四 〇 円 一 、 二 七 〇 円
」

に 、

一 、 〇 六 〇 円 一 、 四 九 〇 円 二 、 五 五 〇 円

八 五 〇 円 一 、 〇 六 〇 円 一 、 九 一 〇 円

三 、 八 四 〇 円 五 、 一 二 〇 円 八 、 九 六 〇 円

「

一 九 〇 円 二 六 〇 円 四 五 〇 円

一 九 〇 円 二 六 〇 円 四 五 〇 円

一 九 〇 円 二 六 〇 円 四 五 〇 円

一 九 〇 円 二 六 〇 円 四 五 〇 円

一 九 〇 円 二 六 〇 円 四 五 〇 円

一 九 〇 円 二 六 〇 円 四 五 〇 円

一 九 〇 円 二 六 〇 円 四 五 〇 円
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一 九 〇 円 二 六 〇 円 四 五 〇 円
」

を一 九 〇 円 二 六 〇 円 四 五 〇 円

一 九 〇 円 二 六 〇 円 四 五 〇 円

一 、 七 四 〇 円 二 、 三 三 〇 円 四 、 〇 七 〇 円

二 九 〇 円 四 〇 〇 円 六 九 〇 円

一 、 五 二 〇 円 二 、 〇 三 〇 円 三 、 五 五 〇 円

五 〇 〇 円 六 七 〇 円 一 、 一 七 〇 円

五 〇 〇 円 六 七 〇 円 一 、 一 七 〇 円

五 〇 〇 円 六 七 〇 円 一 、 一 七 〇 円

六 八 〇 円 九 一 〇 円 一 、 五 九 〇 円

「

二 〇 〇 円 二 七 〇 円 四 七 〇 円
」

に 改 め る 。

二 〇 〇 円 二 七 〇 円 四 七 〇 円

二 〇 〇 円 二 七 〇 円 四 七 〇 円

二 〇 〇 円 二 七 〇 円 四 七 〇 円

二 〇 〇 円 二 七 〇 円 四 七 〇 円

二 〇 〇 円 二 七 〇 円 四 七 〇 円

二 〇 〇 円 二 七 〇 円 四 七 〇 円

二 〇 〇 円 二 七 〇 円 四 七 〇 円

二 〇 〇 円 二 七 〇 円 四 七 〇 円

二 〇 〇 円 二 七 〇 円 四 七 〇 円

一 、 七 八 〇 円 二 、 三 七 〇 円 四 、 一 五 〇 円

三 〇 〇 円 四 〇 〇 円 七 〇 〇 円

一 、 五 五 〇 円 二 、 〇 七 〇 円 三 、 六 二 〇 円

五 一 〇 円 六 九 〇 円 一 、 二 〇 〇 円

五 一 〇 円 六 九 〇 円 一 、 二 〇 〇 円

五 一 〇 円 六 九 〇 円 一 、 二 〇 〇 円

七 〇 〇 円 九 三 〇 円 一 、 六 三 〇 円

（ 石 川 県 こ こ ろ の 健 康 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 十 三 条 石 川 県 こ こ ろ の 健 康 セ ン タ ー 条 例 （ 昭 和 五 十 六 年 石 川 県 条 例 第 四 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 の 表 中 「 三 一 〇 円 」 を 「 三 二 〇 円 」 に 、 「 五 三 〇 円 」 を 「 五 四 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 青 少 年 総 合 研 修 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）
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第 十 四 条 石 川 県 青 少 年 総 合 研 修 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 十 四 年 石 川 県 条 例 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

別 表 の 一 の 項 か ら 十 七 の 項 ま で の 金 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

二 七 、 二 三 〇 円 三 一 、 四 二 〇 円 三 一 、 四 二 〇 円 九 〇 、 〇 七 〇 円

九 、 四 二 〇 円 一 〇 、 四 七 〇 円 一 〇 、 四 七 〇 円 二 九 、 三 三 〇 円

六 、 二 八 〇 円 七 、 三 三 〇 円 七 、 三 三 〇 円 一 九 、 九 〇 〇 円

六 、 二 八 〇 円 七 、 三 三 〇 円 七 、 三 三 〇 円 一 九 、 九 〇 〇 円

六 、 二 八 〇 円 七 、 三 三 〇 円 七 、 三 三 〇 円 一 九 、 九 〇 〇 円

六 、 二 八 〇 円 七 、 三 三 〇 円 七 、 三 三 〇 円 一 九 、 九 〇 〇 円

六 、 二 八 〇 円 七 、 三 三 〇 円 七 、 三 三 〇 円 一 九 、 九 〇 〇 円

一 五 、 七 一 〇 円 一 八 、 八 五 〇 円 一 八 、 八 五 〇 円 五 〇 、 二 八 〇 円

五 、 七 六 〇 円 六 、 二 八 〇 円 六 、 二 八 〇 円 一 七 、 八 〇 〇 円

一 人 一 泊 に つ き 三 、 四 五 〇 円

五 、 七 六 〇 円 六 、 二 八 〇 円 六 、 二 八 〇 円 一 七 、 八 〇 〇 円

一 人 一 泊 に つ き 三 、 四 五 〇 円

三 、 一 四 〇 円 四 、 一 九 〇 円 四 、 一 九 〇 円 一 〇 、 四 七 〇 円

一 人 一 泊 に つ き 三 、 四 五 〇 円

二 、 三 〇 〇 円 三 、 一 四 〇 円 三 、 一 四 〇 円 七 、 七 五 〇 円

一 人 一 泊 に つ き 三 、 四 五 〇 円

三 、 一 四 〇 円 四 、 一 九 〇 円 四 、 一 九 〇 円 一 〇 、 四 七 〇 円

一 人 一 泊 に つ き 三 、 四 五 〇 円

六 二 〇 円 八 三 〇 円 八 三 〇 円 二 、 二 八 〇 円

六 、 二 八 〇 円 七 、 三 三 〇 円 七 、 三 三 〇 円 一 九 、 九 〇 〇 円

六 、 二 八 〇 円 七 、 三 三 〇 円 七 、 三 三 〇 円 一 九 、 九 〇 〇 円

七 、 三 三 〇 円 八 、 三 八 〇 円 八 、 三 八 〇 円 二 三 、 〇 四 〇 円

二 人 一 泊 に つ き 四 、 九 二 〇 円

一 人 一 泊 に つ き 五 、 二 三 〇 円

三 人 一 泊 に つ き 四 、 四 〇 〇 円

二 人 一 泊 に つ き 四 、 九 二 〇 円

一 人 一 泊 に つ き 五 、 二 三 〇 円

四 人 一 泊 に つ き 四 、 一 九 〇 円

三 人 一 泊 に つ き 四 、 四 〇 〇 円

二 人 一 泊 に つ き 四 、 七 一 〇 円

一 人 一 泊 に つ き 五 、 〇 二 〇 円
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五 人 一 泊 に つ き 三 、 九 八 〇 円

四 人 一 泊 に つ き 四 、 一 九 〇 円

三 人 一 泊 に つ き 四 、 四 〇 〇 円

二 人 一 泊 に つ き 四 、 七 一 〇 円

一 人 一 泊 に つ き 五 、 〇 二 〇 円

六 人 一 泊 に つ き 三 、 四 五 〇 円

五 人 一 泊 に つ き 三 、 五 六 〇 円

四 人 一 泊 に つ き 三 、 六 六 〇 円

三 人 一 泊 に つ き 三 、 七 七 〇 円

二 人 一 泊 に つ き 三 、 八 七 〇 円

一 人 一 泊 に つ き 三 、 九 八 〇 円

（ 石 川 県 自 然 公 園 施 設 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 十 五 条 石 川 県 自 然 公 園 施 設 条 例 （ 昭 和 四 十 三 年 石 川 県 条 例 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
第 十 一 条 第 一 項 の 表 中

「

千 八 百 八 十 円
」

を
「

千 九 百 二 十 円
」

に 改 め る 。

九 百 三 十 円 九 百 六 十 円

五 千 五 百 五 十 円 五 千 六 百 五 十 円

二 千 六 百 十 円 二 千 六 百 六 十 円

七 百 三 十 円 七 百 四 十 円

（ の と 海 洋 ふ れ あ い セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 十 六 条 の と 海 洋 ふ れ あ い セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 六 年 石 川 県 条 例 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
別 表 中 「 二 〇 〇 円 」 を 「 二 一 〇 円 」 に 、 「 一 六 〇 円 」 を 「 一 七 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 石 川 ト ラ イ ア ル セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 十 七 条 石 川 ト ラ イ ア ル セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 二 年 石 川 県 条 例 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
別 表 開 放 実 験 室 の 項 か ら 指 導 相 談 室 の 項 ま で の 金 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

八 、 五 四 〇 円

五 、 五 一 〇 円

一 、 〇 八 〇 円

二 、 四 六 〇 円

三 、 二 八 〇 円

三 、 二 八 〇 円

九 、 〇 二 〇 円
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三 、 二 八 〇 円

四 、 三 四 〇 円

四 、 三 四 〇 円

一 一 、 九 六 〇 円

一 、 六 三 〇 円

二 、 二 二 〇 円

二 、 二 二 〇 円

六 、 〇 七 〇 円

二 三 〇 円

（ 石 川 ハ イ テ ク 交 流 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 十 八 条 石 川 ハ イ テ ク 交 流 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 五 年 石 川 県 条 例 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

別 表 中 備 考 以 外 の 部 分 を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 （ 第 十 二 条 関 係 ）

区 分

基 準 額

午 前 午 後 夜 間 全 日

午 前 九 時 か ら

正 午 ま で

午 後 一 時 か ら

午 後 五 時 ま で

午 後 六 時 か ら

午 後 九 時 ま で

午 前 九 時 か ら

午 後 九 時 ま で

一 大 会 議 場 二 〇 、 九 三 〇 円 二 七 、 八 七 〇 円 二 七 、 八 七 〇 円 七 六 、 六 七 〇 円

二 Ａ １ 会 議 室 三 、 八 四 〇 円 五 、 一 二 〇 円 五 、 一 二 〇 円 一 四 、 〇 八 〇 円

三 Ａ ２ 会 議 室 二 、 〇 二 〇 円 二 、 五 六 〇 円 二 、 五 六 〇 円 七 、 一 四 〇 円

四 Ａ ３ 会 議 室 二 、 〇 二 〇 円 二 、 五 六 〇 円 二 、 五 六 〇 円 七 、 一 四 〇 円

五 Ａ ４ 会 議 室 二 、 〇 二 〇 円 二 、 五 六 〇 円 二 、 五 六 〇 円 七 、 一 四 〇 円

六 Ｂ 会 議 室 二 、 〇 二 〇 円 二 、 五 六 〇 円 二 、 五 六 〇 円 七 、 一 四 〇 円

七 Ｃ １ 会 議 室 二 、 〇 二 〇 円 二 、 五 六 〇 円 二 、 五 六 〇 円 七 、 一 四 〇 円

八 Ｃ ２ 会 議 室 二 、 〇 二 〇 円 二 、 五 六 〇 円 二 、 五 六 〇 円 七 、 一 四 〇 円

九 Ｄ 会 議 室 二 、 五 六 〇 円 三 、 三 一 〇 円 三 、 三 一 〇 円 九 、 一 八 〇 円

十 レ セ プ シ ョ ン ・ ル ー ム 一 二 、 三 八 〇 円 一 六 、 三 三 〇 円 一 六 、 三 三 〇 円 四 五 、 〇 四 〇 円

十 一 宿 泊 室

一 人 用 一 人 一 泊 に つ き 五 、 四 六 〇 円

二 人 用 二 人 一 泊 に つ き 一 〇 、 一 六 〇 円

一 人 一 泊 に つ き 六 、 七 四 〇 円

十 二 大 会 議 場 資 料 提 示 設 備 午 前 、 午 後 及 び 夜 間 の 各 一 回 一 台 に つ き 五 三 〇 円 以 下

十 三 大 会 議 場 音 響 設 備 午 前 、 午 後 及 び 夜 間 の 各 一 回 一 台 に つ き 六 、 五 一 〇 円 以 下

十 四 附 属 設 備 午 前 、 午 後 及 び 夜 間 の 各 一 回 一 式 、 一 台 又 は 一 本 に つ き
一 、 二 八 〇 円 以 下

十 五 テ ニ ス コ ー ト 一 面 一 時 間 に つ き 一 、 〇 六 〇 円

（ 石 川 県 新 分 野 創 造 開 発 支 援 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 十 九 条 石 川 県 新 分 野 創 造 開 発 支 援 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 九 年 石 川 県 条 例 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ
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う に 改 正 す る 。

別 表 電 波 無 響 室 の 項 中 「 三 、 一 八 〇 円 」 を 「 三 、 二 四 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 生 活 環 境 試 験 室 の 項

中 「 三 、 五 〇 〇 円 」 を 「 三 、 五 七 〇 円 」 に 改 め る 。

（ い し か わ 次 世 代 産 業 創 造 支 援 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 十 条 い し か わ 次 世 代 産 業 創 造 支 援 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 二 十 三 年 石 川 県 条 例 第 十 四 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 の 一 の 項 中 「 三 、 一 一 〇 円 」 を 「 三 、 一 七 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 の 二 の 項 中 「 二 、 三 八 〇 円 」

を 「 二 、 四 三 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 産 業 展 示 館 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 十 一 条 石 川 県 産 業 展 示 館 条 例 （ 昭 和 四 十 七 年 石 川 県 条 例 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

別 表 第 一 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

１ 使 用 料 の 額

区 分 全 日

午 前 午 後 夜 間

午 前 九 時 か ら 正 午 ま

で

正 午 か ら 午 後 五 時 ま

で 午 後 五 時 以 降

屋 内 展 示 場

一 号 館 三 九 三 、 〇 〇 〇 円 一 四 七 、 三 七 〇 円 二 四 五 、 六 三 〇 円 一 時 間 に つ き

五 四 、 四 六 〇 円

二 号 館 二 二 八 、 五 三 〇 円 八 五 、 四 三 〇 円 一 四 三 、 一 〇 〇 円 一 時 間 に つ き

三 〇 、 九 七 〇 円

三 号 館

全 面 七 六 五 、 七 二 〇 円 二 八 七 、 二 八 〇 円 四 七 八 、 四 四 〇 円 一 時 間 に つ き

一 〇 五 、 七 二 〇 円

東 面 五 三 一 、 八 三 〇 円 一 九 九 、 七 〇 〇 円 三 三 二 、 一 三 〇 円 一 時 間 に つ き

七 三 、 六 八 〇 円

西 面 二 三 三 、 八 八 〇 円 八 七 、 五 七 〇 円 一 四 六 、 三 一 〇 円 一 時 間 に つ き

三 二 、 〇 三 〇 円

四 号 館

全 面 九 〇 三 、 四 九 〇 円 三 三 八 、 五 四 〇 円 五 六 四 、 九 五 〇 円 一 時 間 に つ き

一 二 三 、 八 八 〇 円

南 面 五 〇 六 、 二 〇 〇 円 一 八 九 、 〇 二 〇 円 三 一 七 、 一 八 〇 円 一 時 間 に つ き

六 九 、 四 一 〇 円

北 面 三 九 七 、 二 七 〇 円 一 四 九 、 五 一 〇 円 二 四 七 、 七 六 〇 円 一 時 間 に つ き

五 四 、 四 六 〇 円

屋 外 展 示 場

二 号 館 前 一 〇 九 、 九 九 〇 円 四 一 、 六 五 〇 円 六 八 、 三 四 〇 円 一 時 間 に つ き

一 四 、 九 五 〇 円

四 号 館 前

北 面 三 二 、 〇 三 〇 円 一 一 、 七 四 〇 円 二 〇 、 二 九 〇 円 一 時 間 に つ き

四 、 三 七 〇 円

南 面 三 二 、 〇 三 〇 円 一 一 、 七 四 〇 円 二 〇 、 二 九 〇 円 一 時 間 に つ き

四 、 三 七 〇 円

多 目 的 室 五 一 、 二 五 〇 円 一 九 、 二 二 〇 円 三 二 、 〇 三 〇 円 一 時 間 に つ き

七 、 〇 四 〇 円

会 議 室

二 号 館 九 、 九 四 〇 円 三 、 七 二 〇 円 六 、 二 二 〇 円 一 時 間 に つ き

一 、 三 七 〇 円

三 号 館 二 一 、 三 四 〇 円 八 、 〇 〇 〇 円 一 三 、 三 四 〇 円 一 時 間 に つ き

二 、 九 九 〇 円

四 号 館

第 一 九 、 六 一 〇 円 三 、 六 三 〇 円 五 、 九 八 〇 円 一 時 間 に つ き

一 、 二 八 〇 円

第 二 一 〇 、 六 七 〇 円 四 、 〇 五 〇 円 六 、 六 二 〇 円 一 時 間 に つ き

一 、 四 九 〇 円

特 別 会 議 室

一 号 館 一 〇 、 四 六 〇 円 三 、 九 二 〇 円 六 、 五 四 〇 円 一 時 間 に つ き

一 、 四 三 〇 円

二 号 館 三 九 、 二 七 〇 円 一 四 、 七 二 〇 円 二 四 、 五 五 〇 円 一 時 間 に つ き

五 、 三 九 〇 円

三 号 館 一 四 、 六 六 〇 円 五 、 五 〇 〇 円 九 、 一 六 〇 円 一 時 間 に つ き

二 、 〇 一 〇 円

四 号 館 一 三 、 〇 九 〇 円 四 、 九 〇 〇 円 八 、 一 九 〇 円 一 時 間 に つ き

一 、 七 九 〇 円
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主 催 者 室

三 号 館 一 室 に つ き

一 一 、 一 〇 〇 円

一 室 に つ き
四 、 一 六 〇 円

一 室 に つ き
六 、 九 四 〇 円

一 室 に つ き
六 、 九 四 〇 円

四 号 館

第 一 四 、 六 九 〇 円 一 、 七 六 〇 円 二 、 九 三 〇 円 二 、 九 三 〇 円

第 二 五 、 七 六 〇 円 二 、 一 三 〇 円 三 、 六 三 〇 円 三 、 六 三 〇 円

商 談 室

一 号 館

二 号 館

三 号 館

一 室 に つ き
二 、 三 四 〇 円

一 室 に つ き
八 八 〇 円

一 室 に つ き
一 、 四 六 〇 円

一 室 に つ き
一 、 四 六 〇 円

四 号 館

第 一
第 三
第 四

一 室 に つ き
四 、 六 九 〇 円

一 室 に つ き
一 、 七 六 〇 円

一 室 に つ き
二 、 九 三 〇 円

一 室 に つ き
二 、 九 三 〇 円

第 二 二 、 三 四 〇 円 八 八 〇 円 一 、 四 六 〇 円 一 、 四 六 〇 円

机 一 脚 一 日 に つ き 七 〇 円

い す 一 脚 一 日 に つ き 七 〇 円

放 送 設 備 一 式 一 日 に つ き 三 、 三 一 〇 円

ス テ ー ジ 一 式 一 日 に つ き 一 四 、 三 一 〇 円

音 響 設 備

一 号 館 一 式 一 日 に つ き 三 、 三 一 〇 円

二 号 館 一 式 一 日 に つ き 一 四 、 九 五 〇 円

屋 外 展 示 用 地 一 平 方 メ ー ト ル 一 日 に つ き 四 〇 円

（ 石 川 県 立 伝 統 産 業 工 芸 館 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 十 二 条 石 川 県 立 伝 統 産 業 工 芸 館 条 例 （ 昭 和 五 十 八 年 石 川 県 条 例 第 四 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

別 表 三 十 人 以 上 の 団 体 の 項 中 「 二 〇 〇 円 」 を 「 二 一 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 立 山 中 漆 器 産 業 技 術 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 十 三 条 石 川 県 立 山 中 漆 器 産 業 技 術 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 八 年 石 川 県 条 例 第 三 十 三 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 号 の 表 の 一 の 項 か ら 四 の 項 ま で の 金 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 、 八 一 〇 円 二 、 三 四 〇 円 二 、 三 四 〇 円 六 、 四 九 〇 円

二 、 〇 二 〇 円 二 、 六 六 〇 円 二 、 六 六 〇 円 七 、 三 四 〇 円

二 、 一 二 〇 円 二 、 八 八 〇 円 二 、 八 八 〇 円 七 、 八 八 〇 円

一 、 九 一 〇 円 二 、 四 五 〇 円 二 、 四 五 〇 円 六 、 八 一 〇 円

別 表 第 二 号 の 表 中 「 六 、 五 〇 〇 円 」 を 「 六 、 六 二 〇 円 」 に 、 「 一 三 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 三 、 二

四 〇 円 」 に 、 「 一 九 、 五 〇 〇 円 」 を 「 一 九 、 八 六 〇 円 」 に 、 「 二 六 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 六 、 四 八 〇

円 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 立 九 谷 焼 技 術 者 自 立 支 援 工 房 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 十 四 条 石 川 県 立 九 谷 焼 技 術 者 自 立 支 援 工 房 条 例 （ 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 四 十 四 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 の 一 の 項 中 「 一 二 、 八 五 〇 円 」 を 「 一 三 、 〇 九 〇 円 」 に 、 「 二 五 、 七 一 〇 円 」 を 「 二 六 、
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一 九 〇 円 」 に 、 「 三 八 、 五 七 〇 円 」 を 「 三 九 、 二 八 〇 円 」 に 、 「 五 一 、 四 二 〇 円 」 を 「 五 二 、 三 八

〇 円 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 保 健 休 養 林 施 設 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 十 五 条 石 川 県 保 健 休 養 林 施 設 条 例 （ 昭 和 四 十 八 年 石 川 県 条 例 第 二 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

別 表 金 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

金 額
四 三 〇 円

二 一 〇 円

一 〇 〇 円

三 、 五 二 〇 円

一 、 八 一 〇 円

九 、 六 一 〇 円

六 四 〇 円

六 四 〇 円

一 、 九 二 〇 円

二 、 六 八 〇 円

四 三 〇 円

二 六 〇 円

五 四 〇 円

三 八 〇 円

五 、 五 〇 〇 円

六 、 六 〇 〇 円

一 九 、 三 八 〇 円

一 九 、 三 八 〇 円 に 十 人 を 一 人

増 す ご と に 一 、 〇 五 〇 円 を 加

算 し た 額

一 六 、 〇 一 〇 円

一 六 、 〇 一 〇 円 に 七 人 を 一 人

増 す ご と に 一 、 〇 六 〇 円 を 加

算 し た 額

一 二 、 八 一 〇 円

一 二 、 八 一 〇 円 に 四 人 を 一 人

増 す ご と に 一 、 〇 六 〇 円 を 加

算 し た 額

四 一 〇 円

三 一 〇 円
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九 四 〇 円

二 、 八 二 〇 円

三 、 七 七 〇 円

六 、 五 九 〇 円

二 、 四 〇 〇 円

三 、 一 四 〇 円

五 、 五 四 〇 円

（ 石 川 県 海 の 自 然 生 態 館 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 十 六 条 石 川 県 海 の 自 然 生 態 館 条 例 （ 平 成 五 年 石 川 県 条 例 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
別 表 一 般 の 項 中 「 三 〇 〇 円 」 を 「 三 二 〇 円 」 に 、 「 二 七 〇 円 」 を 「 二 八 〇 円 」 に 、 「 二 四 〇 円 」

を 「 二 五 〇 円 」 に 改 め る 。

（ い し か わ 動 物 園 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 十 七 条 い し か わ 動 物 園 条 例 （ 平 成 十 一 年 石 川 県 条 例 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 の 一 般 の 項 中 「 八 三 〇 円 」 を 「 八 四 〇 円 」 に 、 「 七 三 〇 円 」 を 「 七 四 〇 円 」 に 改 め 、

同 表 中 学 生 以 下 （ 三 歳 未 満 の 者 を 除 く 。 ） の 項 中 「 三 〇 〇 円 」 を 「 三 一 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 国 際 交 流 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 十 八 条 石 川 県 国 際 交 流 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 八 年 石 川 県 条 例 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

別 表 金 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

金 額

午 前 午 後 夜 間 全 日

午 前 九 時 か ら

正 午 ま で

午 後 一 時 か ら

午 後 四 時 ま で

午 後 五 時 か ら

午 後 八 時 ま で

午 前 九 時 か ら

午 後 八 時 ま で

二 、 五 四 〇 円 三 、 四 〇 〇 円 三 、 四 〇 〇 円 九 、 三 四 〇 円

一 、 二 七 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 四 、 六 七 〇 円

一 、 二 七 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 四 、 六 七 〇 円

二 、 五 四 〇 円 三 、 四 〇 〇 円 三 、 四 〇 〇 円 九 、 三 四 〇 円

一 、 二 七 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 四 、 六 七 〇 円

一 、 二 七 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 四 、 六 七 〇 円

二 、 五 四 〇 円 三 、 四 〇 〇 円 三 、 四 〇 〇 円 九 、 三 四 〇 円

一 、 二 七 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 四 、 六 七 〇 円

一 、 二 七 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 四 、 六 七 〇 円
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三 、 二 九 〇 円 四 、 四 七 〇 円 四 、 四 七 〇 円 一 二 、 二 三 〇 円

一 、 二 七 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 四 、 六 七 〇 円

二 、 〇 二 〇 円 二 、 七 七 〇 円 二 、 七 七 〇 円 七 、 五 六 〇 円

一 、 二 七 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 四 、 六 七 〇 円

二 、 〇 二 〇 円 二 、 七 七 〇 円 二 、 七 七 〇 円 七 、 五 六 〇 円

一 、 二 七 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 四 、 六 七 〇 円

四 、 〇 六 〇 円 五 、 五 五 〇 円 五 、 五 五 〇 円 一 五 、 一 六 〇 円

一 、 二 七 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 四 、 六 七 〇 円

一 、 二 七 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 四 、 六 七 〇 円

一 、 二 七 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 四 、 六 七 〇 円

一 、 二 七 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 一 、 七 〇 〇 円 四 、 六 七 〇 円

六 、 〇 六 〇 円 八 、 三 一 〇 円 八 、 三 一 〇 円 二 二 、 六 八 〇 円

二 、 〇 二 〇 円 二 、 七 七 〇 円 二 、 七 七 〇 円 七 、 五 六 〇 円

二 、 〇 二 〇 円 二 、 七 七 〇 円 二 、 七 七 〇 円 七 、 五 六 〇 円

二 、 〇 二 〇 円 二 、 七 七 〇 円 二 、 七 七 〇 円 七 、 五 六 〇 円

八 四 〇 円 一 、 〇 五 〇 円 一 、 〇 五 〇 円 二 、 九 四 〇 円

八 四 〇 円 一 、 〇 五 〇 円 一 、 〇 五 〇 円 二 、 九 四 〇 円

八 四 〇 円 一 、 〇 五 〇 円 一 、 〇 五 〇 円 二 、 九 四 〇 円

（ 石 川 県 農 業 用 物 料 依 頼 分 析 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 十 九 条 石 川 県 農 業 用 物 料 依 頼 分 析 条 例 （ 昭 和 二 十 五 年 石 川 県 条 例 第 五 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 第 一 号 中 「 千 四 百 九 十 円 」 を 「 千 五 百 二 十 円 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 イ � か ら � ま

で の 規 定 中 「 二 千 九 百 九 十 円 」 を 「 三 千 五 十 円 」 に 改 め 、 同 号 イ � 中 「 千 四 百 九 十 円 」 を 「 千 五

百 二 十 円 」 に 改 め 、 同 号 ロ 中 「 二 千 九 百 九 十 円 」 を 「 三 千 五 十 円 」 に 改 め 、 同 号 ハ 中 「 千 四 百 九

十 円 」 を 「 千 五 百 二 十 円 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 湖 南 運 動 公 園 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 十 条 石 川 県 湖 南 運 動 公 園 条 例 （ 平 成 十 三 年 石 川 県 条 例 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
別 表 野 球 場 の 項 中 「 一 、 二 九 〇 円 」 を 「 一 、 三 一 〇 円 」 に 、 「 二 、 五 八 〇 円 」 を 「 二 、 六 三 〇

円 」 に 、 「 五 、 一 六 〇 円 」 を 「 五 、 二 六 〇 円 」 に 、 「 一 八 、 三 六 〇 円 」 を 「 一 八 、 七 〇 〇 円 」 に 、

「 一 、 〇 八 〇 円 」 を 「 一 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 一 六 〇 円 」 を 「 二 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 一 〇 、 八 〇

〇 円 」 を 「 一 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 サ ッ カ ー 場 の 項 中 「 一 、 二 九 〇 円 」 を 「 一 、 三 一 〇 円 」

に 、 「 二 、 五 八 〇 円 」 を 「 二 、 六 三 〇 円 」 に 、 「 五 、 一 六 〇 円 」 を 「 五 、 二 六 〇 円 」 に 、 「 一 、 〇
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八 〇 円 」 を 「 一 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 一 六 〇 円 」 を 「 二 、 二 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 ア ー チ ェ リ ー

場 の 項 中 「 三 一 〇 円 」 を 「 三 二 〇 円 」 に 、 「 六 二 〇 円 」 を 「 六 四 〇 円 」 に 、 「 一 五 〇 円 」 を 「 一 六

〇 円 」 に 、 「 三 〇 〇 円 」 を 「 三 二 〇 円 」 に 、 「 二 、 五 八 〇 円 」 を 「 二 、 六 三 〇 円 」 に 、 「 五 、 一 六

〇 円 」 を 「 五 、 二 六 〇 円 」 に 、 「 一 、 〇 八 〇 円 」 を 「 一 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 一 六 〇 円 」 を 「 二 、

二 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 漁 港 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 十 一 条 石 川 県 漁 港 管 理 条 例 （ 昭 和 三 十 三 年 石 川 県 条 例 第 二 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
別 表 第 一 第 一 号 の 表 係 船 岸 （ 水 深 四 ・ 五 〇 メ ー ト ル 以 上 ） の 項 中 「 四 円 五 〇 銭 」 を 「 四 円 六 〇

銭 」 に 改 め 、 同 表 岸 壁 物 揚 げ 場 の 項 中 「 三 円 六 〇 銭 」 を 「 三 円 七 〇 銭 」 に 、 「 八 円 五 〇 銭 」 を 「 八

円 七 〇 銭 」 に 改 め 、 同 表 そ の 他 の 漁 港 施 設 の 項 中 「 一 円 五 〇 銭 」 を 「 一 円 六 〇 銭 」 に 、 「 二 円 六

〇 銭 」 を 「 二 円 七 〇 銭 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 第 二 号 の 表 漁 港 施 設 用 地 の 項 中 「 二 円 七 〇 銭 」 を 「 二 円 八 〇 銭 」 に 改 め 、 同 表 そ の 他

の 漁 港 施 設 の 項 中 「 五 七 円 七 〇 銭 」 を 「 五 八 円 八 〇 銭 」 に 、 「 一 、 四 四 〇 円 」 を 「 一 、 四 七 〇 円 」

に 、 「 七 円 三 〇 銭 」 を 「 七 円 四 〇 銭 」 に 、 「 二 円 三 〇 銭 」 を 「 二 円 四 〇 銭 」 に 、 「 三 七 円 一 〇 銭 」

を 「 三 七 円 九 〇 銭 」 に 、 「 一 二 円 三 〇 銭 」 を 「 一 二 円 六 〇 銭 」 に 、 「 一 四 円 五 〇 銭 」 を 「 一 四 円 七

〇 銭 」 に 、 「 二 円 七 〇 銭 」 を 「 二 円 八 〇 銭 」 に 、 「 二 九 円 一 〇 銭 」 を 「 二 九 円 六 〇 銭 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 第 一 号 の 表 備 考 一 及 び 第 二 号 の 表 備 考 三 中 「 一 ・ 〇 八 」 を 「 一 ・ 一 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 道 路 占 用 料 条 例 等 の 一 部 改 正 ）

第 三 十 二 条 次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 「 一 ・ 〇 八 」 を 「 一 ・ 一 」 に 改 め る 。

一 石 川 県 道 路 占 用 料 条 例 （ 昭 和 四 十 九 年 石 川 県 条 例 第 三 十 八 号 ） 第 二 条 第 二 項

二 石 川 県 国 土 交 通 省 所 管 公 共 用 財 産 管 理 条 例 （ 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 二 十 号 ） 第 十 条 第 三 項

及 び 第 四 項

三 石 川 県 海 岸 占 用 料 等 徴 収 条 例 （ 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 二 十 一 号 ） 第 三 条 第 二 項 及 び 第 三 項

四 石 川 県 港 湾 区 域 内 及 び 港 湾 隣 接 地 域 内 に お け る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 石 川

県 条 例 第 二 十 三 号 ） 第 七 条 第 三 項 及 び 第 四 項

（ 石 川 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 十 三 条 石 川 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 （ 昭 和 三 十 年 石 川 県 条 例 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
別 表 第 一 使 用 料 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。
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使 用 料

金 沢 港 そ の 他 の 港 湾

外 航 船 舶 五 円 一 〇 銭

七 尾 港
外 航 船 舶 五 円 一 〇 銭

内 航 船 舶 五 円 六 〇 銭

内 航 船 舶 五 円 六 〇 銭

そ の 他
外 航 船 舶 三 円 一 五 銭

内 航 船 舶 三 円 四 五 銭

外 航 船 舶 六 円 八 〇 銭

七 尾 港
外 航 船 舶 六 円 八 〇 銭

内 航 船 舶 七 円 四 七 銭

内 航 船 舶 七 円 四 七 銭

そ の 他
外 航 船 舶 四 円 二 〇 銭

内 航 船 舶 四 円 六 一 銭

外 航 船 舶 三 円 四 〇 銭 （ 加 算 ）

七 尾 港
外 航 船 舶 三 円 四 〇 銭 （ 加 算 ）

内 航 船 舶 三 円 七 三 銭 （ 加 算 ）

内 航 船 舶 三 円 七 三 銭 （ 加 算 ）

そ の 他
外 航 船 舶 二 円 一 〇 銭 （ 加 算 ）

内 航 船 舶 二 円 三 〇 銭 （ 加 算 ）

六 円 九 四 銭 六 円 九 四 銭

二 二 四 円 二 七 銭 一 四 九 円 五 一 銭

戸 水 一 六 円 一 銭

御 供 田 一 号 四 三 円 二 〇 銭

御 供 田 二 号 三 六 円 八 八 銭

七 尾 港 二 号 一 一 円 七 四 銭

七 尾 港 四 号 二 七 円 七 六 銭

七 尾 港 五 号 一 三 円 八 八 銭

七 尾 港 六 号 二 〇 円 四 九 銭

戸 水 二 三 円 四 九 銭 （ 加 算 ）

御 供 田 一 号 六 四 円 七 九 銭 （ 加 算 ）

御 供 田 二 号 五 五 円 三 三 銭 （ 加 算 ）

七 尾 港 二 号 一 七 円 八 銭 （ 加 算 ）

七 尾 港 四 号 四 二 円 七 一 銭 （ 加 算 ）

七 尾 港 五 号 二 〇 円 二 九 銭 （ 加 算 ）

七 尾 港 六 号 三 一 円 五 三 銭 （ 加 算 ）

戸 水 九 八 二 円

御 供 田 一 号 二 、 五 九 一 円

御 供 田 二 号 二 、 二 一 三 円

七 尾 港 二 号 七 二 六 円

七 尾 港 四 号 一 、 七 〇 八 円

七 尾 港 五 号 八 五 四 円

七 尾 港 六 号 一 、 二 六 一 円

御 供 田 一 号 二 六 、 三 四 三 、 四 二 〇 円

御 供 田 二 号 二 二 、 八 〇 四 、 五 七 〇 円

七 尾 港 二 号 一 、 九 一 四 、 〇 〇 〇 円

七 尾 港 四 号 五 、 五 〇 〇 、 〇 〇 〇 円

七 尾 港 五 号 七 、 三 七 〇 、 〇 〇 〇 円

七 尾 港 六 号 八 、 九 三 二 、 〇 〇 〇 円

三 〇 、 九 〇 〇 円

二 八 、 七 九 〇 、 〇 〇 〇 円

一 級 二 円 二 四 銭

二 級 一 円 三 八 銭 一 円 三 八 銭

一 級 三 円 二 〇 銭 （ 加 算 ）

二 級 二 円 二 銭 （ 加 算 ） 二 円 二 銭 （ 加 算 ）

一 級 五 円 一 二 銭 （ 加 算 ）

二 級 三 円 二 〇 銭 （ 加 算 ） 三 円 二 〇 銭 （ 加 算 ）
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一 級 一 円 六 銭

二 級 六 四 銭 六 四 銭

一 級 一 円 三 八 銭 （ 加 算 ）

二 級 八 五 銭 （ 加 算 ） 八 五 銭 （ 加 算 ）

一 級 二 円 一 三 銭 （ 加 算 ）

二 級 一 円 三 八 銭 （ 加 算 ） 一 円 三 八 銭 （ 加 算 ）

一 六 、 三 七 二 、 四 二 〇 円

九 円 三 九 銭 五 円 五 五 銭

一 八 円 九 〇 銭 （ 加 算 ） 一 一 円 二 一 銭 （ 加 算 ）

外 航 船 舶 三 〇 、 〇 〇 〇 円

内 航 船 舶 三 三 、 〇 〇 〇 円

外 航 船 舶 五 〇 、 〇 〇 〇 円

内 航 船 舶 五 五 、 〇 〇 〇 円

外 航 船 舶 八 〇 、 〇 〇 〇 円

内 航 船 舶 八 八 、 〇 〇 〇 円

外 航 船 舶 一 〇 〇 、 〇 〇 〇 円

内 航 船 舶 一 一 〇 、 〇 〇 〇 円

外 航 船 舶 一 二 〇 、 〇 〇 〇 円

内 航 船 舶 一 三 二 、 〇 〇 〇 円

外 航 船 舶 一 四 〇 、 〇 〇 〇 円

内 航 船 舶 一 五 四 、 〇 〇 〇 円

外 航 船 舶 一 六 〇 、 〇 〇 〇 円

内 航 船 舶 一 七 六 、 〇 〇 〇 円

外 航 船 舶 一 八 〇 、 〇 〇 〇 円

内 航 船 舶 一 九 八 、 〇 〇 〇 円

外 航 船 舶 二 〇 〇 、 〇 〇 〇 円

内 航 船 舶 二 二 〇 、 〇 〇 〇 円

九 〇 、 五 二 七 、 九 六 〇 円

四 七 、 五 一 八 円

三 三 、 五 三 三 、 九 八 〇 円

一 〇 円 八 九 銭 一 〇 円 八 九 銭

一 四 円 二 〇 銭 に 、 三 〇 セ ン チ メ ー ト ル を 超

え る 内 径 一 〇 セ ン チ メ ー ト ル に つ き 三 円 三

一 銭 を 加 算 し た 額

一 四 円 二 〇 銭 に 、 三 〇 セ ン チ メ ー ト ル を 超

え る 内 径 一 〇 セ ン チ メ ー ト ル に つ き 三 円 三

一 銭 を 加 算 し た 額

五 四 円 四 六 銭 五 四 円 四 六 銭

七 一 円 一 銭 に 、 三 〇 セ ン チ メ ー ト ル を 超 え

る 内 径 一 〇 セ ン チ メ ー ト ル に つ き 一 六 円 五

五 銭 を 加 算 し た 額

七 一 円 一 銭 に 、 三 〇 セ ン チ メ ー ト ル を 超 え

る 内 径 一 〇 セ ン チ メ ー ト ル に つ き 一 六 円 五

五 銭 を 加 算 し た 額

七 〇 円 四 八 銭 七 〇 円 四 八 銭

三 、 五 二 四 円 三 、 五 二 四 円

三 円 七 三 銭 三 円 七 三 銭
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三 七 円 三 七 銭 三 七 円 三 七 銭

別 表 第 二 使 用 料 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

使 用 料
九 六 〇 円

四 、 七 二 〇 円

四 七 、 二 〇 〇 円

七 一 〇 円

三 、 六 二 〇 円

三 六 、 二 〇 〇 円

一 、 九 七 〇 円

九 、 九 〇 〇 円

九 九 、 〇 〇 〇 円

二 、 二 〇 〇 円

一 一 、 〇 〇 〇 円

一 一 〇 、 〇 〇 〇 円

二 、 四 一 〇 円

一 二 、 一 〇 〇 円

一 二 一 、 〇 〇 〇 円

二 、 六 三 〇 円

一 三 、 二 〇 〇 円

一 三 二 、 〇 〇 〇 円

三 、 三 五 〇 円 に 、 八 メ ー ト ル を 超 え る

艇 長 一 メ ー ト ル ご と に 、 七 一 〇 円 を 加

算 し た 額

一 六 、 八 二 〇 円 に 、 八 メ ー ト ル を 超 え

る 艇 長 一 メ ー ト ル ご と に 、 三 、 六 二 〇

円 を 加 算 し た 額

一 六 八 、 二 〇 〇 円 に 、 八 メ ー ト ル を 超

え る 艇 長 一 メ ー ト ル ご と に 、 三 六 、 二

〇 〇 円 を 加 算 し た 額

艇 置 場 の 項 使 用 区 分 等 の 欄 及 び 単 位 の

欄 に 定 め る 区 分 に 応 じ 、 同 項 使 用 料 の

欄 に 定 め る 額 に 百 分 の 百 二 十 を 乗 じ て

得 た 額

一 、 一 〇 〇 円

一 六 〇 円

四 三 〇 円
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八 七 〇 円

二 一 〇 円

二 一 〇 円

一 、 一 〇 〇 円

一 、 六 四 〇 円

二 、 二 〇 〇 円

別 表 第 一 に 定 め る 額

別 表 第 三 中 「 三 三 〇 円 」 を 「 三 四 〇 円 」 に 、 「 一 、 六 九 〇 円 」 を 「 一 、 七 二 〇 円 」 に 、 「 一 六 、

九 七 〇 円 」 を 「 一 七 、 二 八 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 四 内 航 船 舶 の 項 中 「 一 円 八 銭 」 を 「 一 円 十 銭 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 十 四 条 石 川 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 三 十 年 石 川 県 条 例 第 十 五 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 の う ち 石 川 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 別 表 第 一 荷 役 機 械 の 部 ガ ン ト リ ー ク レ ー ン の 項 の 改 正 規

定 中 「 八 八 、 八 八 二 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 九 〇 、 五 二 七 、 九 六 〇 円 」 に 、 「 八 九 、 九 三 〇 、 〇 〇 〇 円 」

を 「 九 一 、 五 九 五 、 三 七 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 十 五 条 石 川 県 都 市 公 園 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 条 例 第 五 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
別 表 第 一 第 一 項 の 表 中

「

二 、 四 一 〇 円
」

を
「

二 、 四 五 〇 円
」

に 改 め る 。七 三 三 円 七 四 〇 円

七 、 二 八 六 円 七 、 四 二 〇 円

別 表 第 一 第 二 項 の 表 中 「 三 七 二 、 二 二 〇 円 」 を 「 三 七 九 、 一 二 〇 円 」 に 、 「 一 、 一 五 三 円 」 を

「 一 、 一 七 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 第 三 項 の 表 中 「 五 二 円 」 を 「 五 三 円 」 に 、 「 九 二 〇 円 」 を 「 九 六 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 第 四 項 の 表 中
「

三 一 〇 円

を
「

三 二 〇 円

に 改 め る 。

二 、 九 三 〇 円 二 、 九 九 〇 円

二 、 四 〇 〇 円 二 、 四 五 〇 円

一 九 、 三 八 〇 円 一 九 、 七 五 〇 円

一 九 、 三 八 〇 円 一 九 、 七 五 〇 円

七 八 円 八 〇 円

二 四 、 三 二 〇 円 二 四 、 七 七 〇 円
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一 、 四 六 〇 円
」

一 、 四 九 〇 円
」

二 、 四 〇 〇 円 二 、 四 五 〇 円

別 表 第 二 中 「 三 一 〇 円 」 を 「 三 二 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 三 中 「 三 一 〇 円 」 を 「 三 二 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 四 水 泳 プ ー ル の 項 中 「 六 二 〇 円 」 を 「 六 四 〇 円 」 に 、 「 四 一 〇 円 」 を 「 四 二 〇 円 」 に 、 「 三

一 〇 円 」 を 「 三 二 〇 円 」 に 、 「 二 〇 〇 円 」 を 「 二 一 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 駐 車 場 の 項 中 「 八 三 〇 円 」

を 「 八 五 〇 円 」 に 、 「 四 一 〇 円 」 を 「 四 二 〇 円 」 に 、 「 一 五 〇 円 」 を 「 一 六 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 ボ ー

ト の 項 及 び 自 転 車 の 項 中 「 三 一 〇 円 」 を 「 三 二 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 バ ー ベ キ ュ ー 用 野 外 炉 の 項 中

「 二 、 〇 五 〇 円 」 を 「 二 、 〇 九 〇 円 」 に 、 「 一 、 五 六 〇 円 」 を 「 一 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 一 、 〇 三 〇

円 」 を 「 一 、 〇 七 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 デ イ キ ャ ン プ 広 場 野 外 炉 の 項 中 「 一 、 八 五 〇 円 」 を 「 一 、

八 八 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 オ ー ト キ ャ ン プ 場 の 項 中 「 五 、 一 四 〇 円 」 を 「 五 、 二 三 〇 円 」 に 、 「 二 、

五 七 〇 円 」 を 「 二 、 六 一 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 フ リ ー テ ン ト サ イ ト の 項 中 「 二 、 〇 五 〇 円 」 を 「 二 、

〇 九 〇 円 」 に 、 「 一 、 〇 二 〇 円 」 を 「 一 、 〇 四 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 五 第 一 項 の 表 中 「 一 、 五 六 〇 円 」 を 「 一 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 三 一 〇 円 」 を 「 三 二 〇 円 」

に 、 「 一 五 〇 円 」 を 「 一 六 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 五 第 二 項 の 表 中 「 五 三 〇 円 」 を 「 五 四 〇 円 」 に 、 「 二 、 一 六 〇 円 」 を 「 二 、 二 〇 〇 円 」

に 改 め る 。

別 表 第 六 金 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

金 額

午 前 午 後 全 日

午 前 九 時 か ら

正 午 ま で

午 後 一 時 か ら

午 後 四 時 三 十 分 ま で

午 前 九 時 か ら

午 後 四 時 三 十 分 ま で

一 〇 、 六 八 〇 円 一 二 、 四 六 〇 円 二 〇 、 八 四 〇 円

八 、 五 九 〇 円 九 、 九 五 〇 円 一 六 、 七 六 〇 円

六 、 二 八 〇 円 七 、 三 三 〇 円 一 二 、 二 五 〇 円

五 、 〇 二 〇 円 五 、 八 六 〇 円 九 、 八 四 〇 円

八 、 一 七 〇 円 九 、 五 三 〇 円 一 五 、 九 二 〇 円

一 三 、 八 二 〇 円 一 六 、 一 三 〇 円 二 六 、 九 二 〇 円

一 一 、 一 〇 〇 円 一 二 、 八 八 〇 円 二 一 、 六 八 〇 円

一 一 、 三 一 〇 円 一 三 、 二 〇 〇 円 二 二 、 一 〇 〇 円

一 八 、 六 四 〇 円 二 一 、 六 八 〇 円 三 六 、 三 五 〇 円

二 四 、 九 三 〇 円 二 九 、 〇 一 〇 円 四 八 、 六 〇 〇 円

三 三 、 一 〇 〇 円 三 八 、 五 五 〇 円 六 四 、 五 三 〇 円
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一 、 四 八 〇 円 一 、 四 八 〇 円 二 、 四 五 〇 円

「

八 、 四 三 〇 円 九 、 八 七 〇 円 二 七 、 二 五 〇 円

別 表 第 七 中

― ― 二 七 、 二 五 〇 円

を

二 、 六 二 〇 円 三 、 〇 六 〇 円 三 、 八 二 〇 円

六 、 三 七 〇 円 七 、 五 〇 〇 円 九 、 三 六 〇 円
」

「

八 、 五 九 〇 円 一 〇 、 〇 五 〇 円 二 七 、 七 六 〇 円

― ― 二 七 、 七 六 〇 円

に 改 め る 。

二 、 六 六 〇 円 三 、 一 一 〇 円 三 、 八 九 〇 円

六 、 四 九 〇 円 七 、 六 四 〇 円 九 、 五 三 〇 円
」

別 表 第 八 中

「

一 三 、 五 六 〇 円 一 五 、 八 二 〇 円 二 六 、 四 四 〇 円 一 九 、 七 七 〇 円
」
を

「

一 三 、 八 一 〇 円 一 六 、 一 一 〇 円 二 六 、 九 二 〇 円 二 〇 、 一 三 〇 円
」
に 改 め る 。

（ 石 川 県 水 道 用 水 供 給 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 十 六 条 石 川 県 水 道 用 水 供 給 条 例 （ 昭 和 五 十 五 年 石 川 県 条 例 第 二 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

第 五 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 八 」 を 「 百 分 の 百 十 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 十 七 条 石 川 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

別 表 八 の 項 １ 中 「 の 交 付 」 の 下 に 「 又 は 同 項 た だ し 書 に 規 定 す る 当 該 書 面 に 相 当 す る 通 知 の 申

請 に 対 す る 審 査 」 を 加 え 、 「 自 動 車 保 管 場 所 証 明 書 交 付 手 数 料 」 を 「 自 動 車 保 管 場 所 証 明 申 請 手

数 料 」 に 改 め 、 同 表 十 二 の 項 イ 中 「 四 百 三 十 円 」 を 「 四 百 四 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ロ 中 「 二 百 十 円 」

を 「 二 百 二 十 円 」 に 改 め 、 同 項 ハ 及 び ニ 中 「 四 百 三 十 円 」 を 「 四 百 四 十 円 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 安 全 運 転 研 修 所 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 十 八 条 石 川 県 安 全 運 転 研 修 所 条 例 （ 平 成 二 年 石 川 県 条 例 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
別 表 第 一 号 １ の 表 大 型 自 動 車 （ バ ス ） 、 中 型 自 動 車 （ バ ス ） 、 大 型 特 殊 自 動 車 及 び け ん 引 自 動 車

の 項 中 「 二 、 九 八 〇 円 」 を 「 三 、 〇 三 〇 円 」 に 、 「 四 、 四 二 〇 円 」 を 「 四 、 四 九 〇 円 」 に 改 め 、

同 表 大 型 自 動 車 （ 貨 物 ） 及 び 中 型 自 動 車 （ 貨 物 ） の 項 中 「 二 、 九 八 〇 円 」 を 「 三 、 〇 三 〇 円 」 に 、
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「 四 、 三 一 〇 円 」 を 「 四 、 三 九 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 普 通 自 動 車 の 項 中 「 二 、 五 七 〇 円 」 を 「 二 、

六 一 〇 円 」 に 、 「 三 、 四 九 〇 円 」 を 「 三 、 五 五 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 大 型 自 動 二 輪 車 及 び 普 通 自 動

二 輪 車 の 項 中 「 二 、 〇 五 〇 円 」 を 「 二 、 〇 九 〇 円 」 に 、 「 二 、 九 七 〇 円 」 を 「 三 、 〇 三 〇 円 」 に

改 め 、 同 表 原 動 機 付 自 転 車 の 項 中 「 一 、 九 五 〇 円 」 を 「 一 、 九 九 〇 円 」 に 、 「 二 、 五 六 〇 円 」 を

「 二 、 六 一 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 号 ２ の 表 大 型 自 動 車 （ バ ス ） 、 中 型 自 動 車 （ バ ス ） 、 大 型 特 殊 自 動 車 及 び け ん 引 自 動 車

の 項 中 「 二 、 七 七 〇 円 」 を 「 二 、 八 二 〇 円 」 に 、 「 四 、 一 〇 〇 円 」 を 「 四 、 一 八 〇 円 」 に 改 め 、

同 表 大 型 自 動 車 （ 貨 物 ） 及 び 中 型 自 動 車 （ 貨 物 ） の 項 中 「 二 、 七 七 〇 円 」 を 「 二 、 八 二 〇 円 」 に 、

「 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 四 、 〇 七 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 普 通 自 動 車 の 項 中 「 二 、 四 六 〇 円 」 を 「 二 、

五 一 〇 円 」 に 、 「 三 、 二 八 〇 円 」 を 「 三 、 三 四 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 大 型 自 動 二 輪 車 及 び 普 通 自 動

二 輪 車 の 項 中 「 一 、 八 五 〇 円 」 を 「 一 、 八 八 〇 円 」 に 、 「 二 、 六 七 〇 円 」 を 「 二 、 七 一 〇 円 」 に

改 め 、 同 表 原 動 機 付 自 転 車 の 項 中 「 一 、 八 五 〇 円 」 を 「 一 、 八 八 〇 円 」 に 、 「 二 、 三 六 〇 円 」 を

「 二 、 四 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 号 の 表 大 型 自 動 車 （ バ ス ） 、 中 型 自 動 車 （ バ ス ） 、 大 型 特 殊 自 動 車 及 び け ん 引 自 動 車 の

項 中 「 三 、 八 〇 〇 円 」 を 「 三 、 八 七 〇 円 」 に 、 「 五 、 九 六 〇 円 」 を 「 六 、 〇 七 〇 円 」 に 改 め 、 同

表 大 型 自 動 車 （ 貨 物 ） 及 び 中 型 自 動 車 （ 貨 物 ） の 項 中 「 三 、 八 〇 〇 円 」 を 「 三 、 八 七 〇 円 」 に 、

「 五 、 七 五 〇 円 」 を 「 五 、 八 六 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 普 通 自 動 車 の 項 中 「 三 、 四 九 〇 円 」 を 「 三 、

五 六 〇 円 」 に 、 「 四 、 七 二 〇 円 」 を 「 四 、 八 一 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 大 型 自 動 二 輪 車 及 び 普 通 自 動

二 輪 車 の 項 中 「 二 、 二 六 〇 円 」 を 「 二 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 五 九 〇 円 」 を 「 三 、 六 六 〇 円 」 に

改 め る 。

別 表 第 三 号 の 表 中 「 二 、 一 六 〇 円 」 を 「 二 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 一 、 六 四 〇 円 」 を 「 一 、 六 七 〇

円 」 に 、 「 一 、 一 三 〇 円 」 を 「 一 、 一 五 〇 円 」 に 、 「 六 一 〇 円 」 を 「 六 二 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 立 生 涯 学 習 セ ン タ ー 使 用 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 十 九 条 石 川 県 立 生 涯 学 習 セ ン タ ー 使 用 料 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 石 川 県 条 例 第 二 十 三 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 使 用 料 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

使 用 料

午 前 午 後 夜 間 全 日

一 、 九 一 〇 円 一 、 九 一 〇 円 二 、 二 九 〇 円 六 、 一 一 〇 円

一 、 八 二 〇 円 一 、 八 二 〇 円 二 、 一 七 〇 円 五 、 八 一 〇 円

一 、 三 五 〇 円 一 、 三 五 〇 円 一 、 六 一 〇 円 四 、 三 一 〇 円

二 、 一 二 〇 円 二 、 一 二 〇 円 二 、 五 四 〇 円 六 、 七 八 〇 円

一 、 五 五 〇 円 一 、 五 五 〇 円 一 、 八 五 〇 円 四 、 九 五 〇 円



議
案
第
二
十
四
号

石
川
県
能
登
空
港
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（４０）

（ 石 川 県 立 白 山 青 年 の 家 使 用 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 十 条 石 川 県 立 白 山 青 年 の 家 使 用 料 条 例 （ 昭 和 四 十 四 年 石 川 県 条 例 第 四 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

別 表 宿 泊 料 の 項 中 「 三 四 〇 円 」 を 「 三 五 〇 円 」 に 、 「 七 八 〇 円 」 を 「 七 九 〇 円 」 に 改 め 、 同 表

食 事 料 の 項 中 「 三 六 〇 円 」 を 「 三 七 〇 円 」 に 、 「 四 八 〇 円 」 を 「 五 〇 〇 円 」 に 、 「 六 五 〇 円 」 を 「 六

七 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 立 少 年 自 然 の 家 使 用 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 十 一 条 石 川 県 立 少 年 自 然 の 家 使 用 料 条 例 （ 昭 和 四 十 八 年 石 川 県 条 例 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

別 表 食 事 料 の 項 中 「 三 六 〇 円 」 を 「 三 七 〇 円 」 に 、 「 四 八 〇 円 」 を 「 五 〇 〇 円 」 に 、 「 六 五 〇 円 」

を 「 六 七 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 寝 具 料 の 項 及 び ス キ ー 用 具 料 の 項 中 「 二 〇 〇 円 」 を 「 二 一 〇 円 」 に

改 め 、 同 表 大 型 カ ヌ ー 料 の 項 中 「 六 三 〇 円 」 を 「 六 四 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 小 型 カ ヌ ー 料 及 び ボ ー

ト 料 の 項 中 「 二 〇 〇 円 」 を 「 二 一 〇 円 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 一 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 中 石 川 県 立 能 楽 堂 条 例 別 表

の 改 正 規 定 （ 別 表 第 六 号 の 表 特 設 舞 台 の 項 を 削 る 改 正 規 定 に 限 る 。 ） は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日

か ら 施 行 す る 。

（ 石 川 県 産 業 展 示 館 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

２ 第 二 十 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 産 業 展 示 館 条 例 別 表 の 規 定 は 、 同 条 の 規 定 の 施 行 の 日

以 後 の 使 用 の 許 可 の 申 請 に 係 る 使 用 料 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 使 用 の 許 可 の 申 請 に 係 る 使 用 料

に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 石 川 県 立 九 谷 焼 技 術 者 自 立 支 援 工 房 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

３ 第 二 十 四 条 の 規 定 の 施 行 の 際 現 に 同 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 石 川 県 立 九 谷 焼 技 術 者 自 立 支 援 工

房 条 例 の 規 定 に 基 づ き 個 室 工 房 の 使 用 の 承 認 を 受 け て 使 用 を 開 始 し て い る 者 か ら 徴 収 す る 個 室 工

房 の 使 用 料 で 、 当 該 使 用 を 開 始 し た 日 の 属 す る 月 か ら 十 二 月 ま で の 期 間 に 係 る も の に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 石 川 県 国 際 交 流 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

４ 第 二 十 八 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 国 際 交 流 セ ン タ ー 条 例 別 表 の 規 定 は 、 同 条 の 規 定 の 施

行 の 日 以 後 の 使 用 の 承 認 の 申 請 に 係 る 使 用 料 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 使 用 の 承 認 の 申 請 に 係 る

使 用 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 石 川 県 農 業 用 物 料 依 頼 分 析 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

５ 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 農 業 用 物 料 依 頼 分 析 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 は 、 第 二

十 九 条 の 規 定 の 施 行 の 日 以 後 の 依 頼 に 係 る 分 析 の 手 数 料 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 依 頼 に 係 る 分



議
案
第
二
十
四
号

石
川
県
能
登
空
港
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（４１）

析 の 手 数 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 石 川 県 漁 港 管 理 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

６ 第 三 十 一 条 の 規 定 の 施 行 の 際 現 に 同 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 石 川 県 漁 港 管 理 条 例 の 規 定 に 基 づ

き 届 出 を し 、 若 し く は 許 可 を 受 け て 甲 種 漁 港 施 設 を 利 用 し 、 若 し く は 占 用 し て い る 者 又 は 漁 港 漁

場 整 備 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 七 号 ） 第 三 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 土 砂 の 採 取 若 し く は

占 用 の 許 可 を 受 け て 土 砂 を 採 取 し 、 若 し く は 漁 港 区 域 内 の 水 域 若 し く は 公 共 空 地 を 占 用 し て い る

者 か ら 徴 収 す る 当 該 届 出 又 は 許 可 の 期 間 に 係 る 使 用 料 、 占 用 料 及 び 土 砂 採 取 料 に つ い て は 、 な お

従 前 の 例 に よ る 。

（ 石 川 県 国 土 交 通 省 所 管 公 共 用 財 産 管 理 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

７ 第 三 十 二 条 の 規 定 の 施 行 の 際 現 に 同 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 石 川 県 国 土 交 通 省 所 管 公 共 用 財 産

管 理 条 例 の 規 定 に 基 づ き 公 共 用 財 産 の 使 用 又 は 収 益 の 許 可 を 受 け て 公 共 用 財 産 を 使 用 し 、 又 は 収

益 し て い る 者 か ら 徴 収 す る 当 該 許 可 の 期 間 に 係 る 使 用 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 石 川 県 海 岸 占 用 料 等 徴 収 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

８ 第 三 十 二 条 の 規 定 の 施 行 の 際 現 に 海 岸 法 （ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 一 号 ） 第 七 条 第 一 項 若 し く は

第 三 十 七 条 の 四 の 許 可 を 受 け て 海 岸 保 全 区 域 若 し く は 一 般 公 共 海 岸 区 域 を 占 用 し て い る 者 又 は 同

法 第 八 条 第 一 項 若 し く は 第 三 十 七 条 の 五 の 許 可 を 受 け て 土 石 （ 砂 を 含 む 。 ） を 採 取 し て い る 者 か

ら 徴 収 す る 当 該 許 可 の 期 間 に 係 る 占 用 料 又 は 土 石 採 取 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 石 川 県 港 湾 区 域 内 及 び 港 湾 隣 接 地 域 内 に お け る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過

措 置 ）

９ 第 三 十 二 条 の 規 定 の 施 行 の 際 現 に 港 湾 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 十 八 号 ） 第 三 十 七 条 第 一 項

の 許 可 を 受 け て 同 項 第 一 号 の 占 用 を し 、 又 は 同 項 第 二 号 の 土 砂 の 採 取 を し て い る 者 か ら 徴 収 す る

当 該 許 可 の 期 間 に 係 る 占 用 料 又 は 土 砂 採 取 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 石 川 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

１０ 第 三 十 三 条 （ 石 川 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 別 表 第 一 の 改 正 規 定 に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） の 規 定 の 施 行

の 際 現 に 同 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 石 川 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 の 規 定 に 基 づ き 港 湾 施 設 の 使 用 の 許

可 を 受 け て い る 者 か ら 徴 収 す る 当 該 許 可 の 期 間 に 係 る 使 用 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 石 川 県 水 道 用 水 供 給 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

１１ 第 三 十 六 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 水 道 用 水 供 給 条 例 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、

第 三 十 六 条 の 規 定 の 施 行 の 日 前 か ら 継 続 し て 供 給 し て い る 水 道 用 水 で 同 日 か ら 平 成 三 十 一 年 十 月

三 十 一 日 ま で の 間 に 料 金 の 支 払 を 受 け る 権 利 が 確 定 す る も の に 係 る 料 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の

例 に よ る 。

提 案 理 由

消 費 税 法 等 の 一 部 改 正 等 に 伴 い 、 能 登 空 港 の 着 陸 料 等 の 額 を 改 定 す る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、



議
案
第
二
十
四
号

石
川
県
能
登
空
港
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（４２）

こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。



議
案
第
二
十
五
号

「
建
設
事
業
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
市
町
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

（４３）

議
案
第
２５
号

「
建
設
事
業
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
市
町
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

昭
和
３９
年
第
１
回
石
川
県
議
会
定
例
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
議
決
第
２１
号
「
建
設
事
業
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
市
町
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
」
の
う
ち
、
そ
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

平
成
３１
年
２
月
２０
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

１
対
象
事
業
及
び
負
担
率
の
表
土
地
改
良
の
項
中

「
老

朽
た

め
池

整
備

事
業

１
．７
／１
０

２
．１
／１
０

大
規
模

小
規
模

（
中
山
間
地
域
で
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
１
．６
／１
０
）

を

」

「
老

朽
た

め
池

整
備

事
業

１
．７
／１
０

２
．１
／１
０

１
．１
／１
０

大
規
模

小
規
模

（
中
山
間
地
域
で
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
１
．６
／１
０
）

防
災
た
め
池
及
び
た
め
池
群
整
備

に
改
め
、
同
項
に

」
「

国
営
河
北
潟
周
辺
総
合
農
地
防
災
事
業
費
負
担
金

国
営
土
地
改
良
施
設
突
発
事
故
復
旧
事
業
費
負
担
金

１
／１
０

１
／１
０

大
日
川
ダ
ム
を
除
く
。

を
加
え
る
。

」
２
適
用
年
度
平
成
３１
年
度
か
ら



議
案
第
二
十
六
号

損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て

（４５）

議
案
第
２６
号

損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て

平
成
２８
年
１１
月
２０
日
発
生
の
県
有
車
両
に
よ
る
交
通
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

平
成
３１
年
２
月
２０
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

１
相
手
方

２
賠
償
額

１９
，０
７８
，９
７７
円

３
賠
償
責
任
発
生
の
事
実

平
成
２８
年
１１
月
２０
日
午
前
７
時
３５
分
頃
、
か
ほ
く
市
遠
塚
地
内
に
お
い
て
、
危
機
対
策
課
主
事
岩
城
祐
次
の
運
転
す
る
軽
自
動
車
が

の
運
転
す
る

所
有
の
軽
自
動
車
に
追
突
し
、
同
車
に
損
害
を
与
え
る
と
と
も
に
、
同
人
に
対
し
９３
日
間
の
入
院
及
び
１５
７
日
間
の
通
院
加
療
並
び
に
同
乗
の

に
対
し
６２

日
間
の
通
院
加
療
を
要
す
る
被
害
を
与
え
た
も
の



議
案
第
二
十
七
号

民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（４７）

民 生 委 員 の 定 数 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 石 川 県 条 例 第 四 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
本 則 の 表 小 松 市 の 項 中 「 二 百 五 十 人 」 を 「 二 百 五 十 二 人 」 に 改 め 、 同 表 輪 島 市 の 項 中 「 百 三 十 四

人 」 を 「 百 三 十 五 人 」 に 改 め 、 同 表 加 賀 市 の 項 中 「 百 九 十 八 人 」 を 「 百 九 十 九 人 」 に 改 め 、 同 表 か

ほ く 市 の 項 中 「 八 十 七 人 」 を 「 八 十 八 人 」 に 改 め 、 同 表 能 美 市 の 項 中 「 九 十 一 人 」 を 「 九 十 三 人 」

に 改 め 、 同 表 野 々 市 市 の 項 中 「 九 十 八 人 」 を 「 九 十 九 人 」 に 改 め 、 同 表 志 賀 町 の 項 中 「 八 十 五 人 」

を 「 八 十 八 人 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 一 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

民 生 委 員 の 定 数 に つ い て 、 地 域 の 実 情 に 応 じ 、 改 定 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出

す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 二 十 七 号

民 生 委 員 の 定 数 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

民 生 委 員 の 定 数 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 三 十 一 年 二 月 二 十 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

民 生 委 員 の 定 数 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例



議
案
第
二
十
八
号

介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（４９）

介 護 医 療 院 の 人 員 、 施 設 及 び 設 備 並 び に 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 三 十 年 石 川 県 条 例

第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 十 三 条 第 三 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

３ 介 護 医 療 院 の 管 理 者 は 、 次 に 掲 げ る 業 務 を 委 託 す る 場 合 は 、 当 該 業 務 を 適 正 に 行 う 能 力 の あ る

者 と し て 規 則 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の に 委 託 し な け れ ば な ら な い 。

一 臨 床 検 査 技 師 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 七 十 六 号 ） 第 二 条 に 規 定 す る 検 体 検 査 の

業 務

二 医 療 機 器 又 は 医 学 的 処 置 の 用 に 供 す る 衣 類 そ の 他 の 繊 維 製 品 の 滅 菌 又 は 消 毒 の 業 務

三 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第

百 四 十 五 号 ） 第 二 条 第 八 項 に 規 定 す る 特 定 保 守 管 理 医 療 機 器 の 保 守 点 検 の 業 務

四 医 療 の 用 に 供 す る ガ ス の 供 給 設 備 の 保 守 点 検 の 業 務 （ 高 圧 ガ ス 保 安 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第

二 百 四 号 ） の 規 定 に よ り 高 圧 ガ ス を 製 造 又 は 消 費 す る 者 が 自 ら 行 わ な け れ ば な ら な い も の を 除

く 。 ）
附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

介 護 保 険 法 に 基 づ く 介 護 医 療 院 の 人 員 、 施 設 及 び 設 備 並 び に 運 営 に 関 す る 基 準 の 一 部 改 正 に よ り 、

介 護 医 療 院 に お け る 検 体 検 査 の 委 託 先 の 基 準 が 厳 格 化 さ れ た こ と に 伴 い 、 関 係 規 定 を 整 備 す る 必 要

が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 二 十 八 号

介 護 医 療 院 の 人 員 、 施 設 及 び 設 備 並 び に 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

介 護 医 療 院 の 人 員 、 施 設 及 び 設 備 並 び に 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を

次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 三 十 一 年 二 月 二 十 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

介 護 医 療 院 の 人 員 、 施 設 及 び 設 備 並 び に 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例



議
案
第
二
十
九
号

石
川
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（５１）

石 川 県 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 石 川 県 条 例 第 五 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

別 表 第 一 予 防 接 種 料 の 項 中 「 一 ・ 〇 八 」 を 「 一 ・ 一 」 に 改 め 、 同 表 消 毒 料 の 項 中 「 一 六 〇 円 」 を

「 一 六 四 円 」 に 、 「 七 五 円 」 を 「 七 六 円 」 に 改 め 、 同 表 洗 濯 料 の 項 中 「 一 四 四 円 」 を 「 一 四 六 円 」

に 、 「 七 二 円 」 を 「 七 三 円 」 に 、 「 六 六 円 」 を 「 六 八 円 」 に 改 め 、 同 表 特 別 施 設 利 用 料 の 項 中 「 二 一 、

六 〇 〇 円 」 を 「 二 二 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 二 、 九 六 〇 円 」 を 「 一 三 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 六 、 四 八 〇 円 」

を 「 六 、 六 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 寝 具 等 使 用 料 の 項 中 「 三 一 〇 円 」 を 「 三 二 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 非

紹 介 患 者 等 加 算 料 の 項 中 「 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 五 、 〇 九 〇 円 」 に 、 「 三 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 三 、 〇 五

〇 円 」 に 、 「 二 、 五 〇 〇 円 」 を 「 二 、 五 四 〇 円 」 に 、 「 一 、 五 〇 〇 円 」 を 「 一 、 五 二 〇 円 」 に 改 め 、

同 表 特 別 長 期 入 院 料 （ 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 状 態 等 に あ る 者 に 係 る も の を 除 く 。 ） の 項 中 「 一 ・ 〇

八 」 を 「 一 ・ 一 」 に 改 め 、 同 表 に 次 の よ う に 加 え る 。

駐 車 場 利 用 料

石 川 県 立 中 央 病 院 の 駐 車 場 を 利 用 し

た 場 合

入 場 一 回 に つ き 入 場 し た 時 か ら 三

十 分 を 超 え る 時 間 三 十 分 ま で ご と に

一 〇 〇 円

別 表 第 一 備 考 に 次 の よ う に 加 え る 。

三 駐 車 場 利 用 料 の 徴 収 に つ い て は 、 石 川 県 立 中 央 病 院 （ 駐 車 場 を 除 く 。 ） を 利 用 し た 場 合

を 除 く 。

別 表 第 二 診 断 書 の 項 中 「 四 、 二 九 〇 円 」 を 「 四 、 三 七 〇 円 」 に 、 「 一 、 八 三 〇 円 」 を 「 一 、 八 六

〇 円 」 に 、 「 三 、 六 五 〇 円 」 を 「 三 、 七 一 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 証 明 書 の 項 中 「 一 、 八 三 〇 円 」 を 「 一 、

八 六 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 死 体 検 案 書 の 項 中 「 七 、 三 二 〇 円 」 を 「 七 、 四 五 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 診 察

券 （ プ ラ ス チ ッ ク カ ー ド の 再 発 行 の 場 合 に 限 る 。 ） の 項 中 「 二 〇 〇 円 」 を 「 二 一 〇 円 」 に 改 め る 。

附 則

１ こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 一 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 一 に 駐 車 場 利 用 料 の 項 を 加

議 案 第 二 十 九 号

石 川 県 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 三 十 一 年 二 月 二 十 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（５２）

え る 改 正 規 定 及 び 同 表 備 考 に 次 の よ う に 加 え る 改 正 規 定 並 び に 次 項 の 規 定 （ 駐 車 場 利 用 料 に 係 る

部 分 に 限 る 。 ） は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

２ 改 正 後 の 別 表 第 一 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 駐 車 場 利 用 料 に あ っ て は 、 前 項 た だ し 書 の

規 則 で 定 め る 日 ） 以 後 の 使 用 に 係 る 使 用 料 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 使 用 に 係 る 使 用 料 に つ い て

は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

県 立 中 央 病 院 の 駐 車 場 整 備 及 び 消 費 税 法 等 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 県 営 病 院 事 業 の 適 正 な 運 営 を 図 る

た め 、 使 用 料 及 び 手 数 料 の 額 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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（５３）

い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 （ 平 成 十 九 年 石 川 県 条 例 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 十 一 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 青 少 年 に 児 童 ポ ル ノ 等 の 提 供 を 求 め る 行 為 の 禁 止 ）

第 五 十 一 条 の 二 何 人 も 、 青 少 年 に 対 し 、 次 に 掲 げ る 行 為 を 行 っ て は な ら な い 。

一 青 少 年 に 拒 ま れ た に も か か わ ら ず 、 当 該 青 少 年 に 係 る 児 童 ポ ル ノ 等 （ 児 童 買 春 、 児 童 ポ ル ノ

に 係 る 行 為 等 の 規 制 及 び 処 罰 並 び に 児 童 の 保 護 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 五 十 二 号 ）

第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 児 童 ポ ル ノ 又 は 同 法 第 七 条 第 二 項 に 規 定 す る 電 磁 的 記 録 そ の 他 の 記 録

を い う 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） の 提 供 を 行 う よ う 求 め る こ と 。

二 青 少 年 を 威 迫 し 、 欺 き 、 若 し く は 困 惑 さ せ る 等 の 不 当 な 手 段 に よ り 、 又 は 青 少 年 に 対 し 対 償

の 供 与 を し 、 若 し く は そ の 供 与 の 申 込 み 若 し く は 約 束 を す る 方 法 に よ り 、 当 該 青 少 年 に 係 る 児

童 ポ ル ノ 等 の 提 供 を 行 う よ う 求 め る こ と 。

第 五 十 三 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 入 れ 墨 等 の 禁 止 ）

第 五 十 三 条 何 人 も 、 青 少 年 に 対 し て 入 れ 墨 等 （ 入 れ 墨 又 は こ れ に 類 す る も の を い う 。 以 下 こ の 条

及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ） を 施 し 、 若 し く は 青 少 年 に 入 れ 墨 等 を 受 け さ せ 、 又 は こ れ ら の 行 為 を

行 う よ う 人 を 勧 誘 し 、 あ お り 、 そ そ の か し 、 若 し く は 強 要 し て は な ら な い 。

２ 何 人 も 、 青 少 年 に 対 し て 入 れ 墨 等 を 施 し 、 又 は 青 少 年 に 入 れ 墨 等 を 受 け さ せ る こ と の 対 償 と し

て 金 品 そ の 他 の 財 産 上 の 利 益 又 は 便 宜 を 供 与 し て は な ら な い 。

第 五 十 四 条 第 五 号 中 「 覚 せ い 剤 」 を 「 覚 醒 剤 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

八 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第

百 四 十 五 号 ） 第 二 条 第 十 五 項 に 規 定 す る 指 定 薬 物 の 不 法 な 使 用

九 石 川 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 石 川 県 条 例 第 三 十 八 号 ） 第 二 条 第 三 項

に 規 定 す る 知 事 指 定 薬 物 の 不 法 な 使 用

第 五 十 四 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

議 案 第 三 十 号

い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 三 十 一 年 二 月 二 十 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（５４）

（ 非 行 助 長 行 為 の 禁 止 ）

第 五 十 四 条 の 二 何 人 も 、 青 少 年 に 対 し 、 次 に 掲 げ る 行 為 を 行 う よ う 勧 誘 し 、 あ お り 、 そ そ の か し 、

又 は 強 要 し て は な ら な い 。

一 前 条 各 号 （ 第 二 号 を 除 く 。 ） に 掲 げ る 行 為

二 家 出

三 違 法 運 転 （ 道 路 交 通 法 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 五 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 九 号 に 規 定 す る 自 動 車

又 は 同 項 第 十 号 に 規 定 す る 原 動 機 付 自 転 車 を 運 転 し て 同 法 の 規 定 に 違 反 す る 行 為 を い う 。 ）

２ 何 人 も 、 青 少 年 に 対 し 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 行 為 を 行 わ せ る 目 的 を も っ て 、 金 品 そ の 他 の 財 産 上

の 利 益 又 は 便 宜 を 供 与 し て は な ら な い 。

第 九 十 三 条 中 「 又 は 第 五 十 四 条 」 を 「 、 第 五 十 四 条 又 は 第 五 十 四 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第 二 項 」

に 改 め る 。

第 九 十 五 条 中 第 八 号 を 第 九 号 と し 、 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 六 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

七 第 五 十 一 条 の 二 の 規 定 に 違 反 し た 者

附 則

１ こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 一 年 五 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 の 施 行 前 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

ス マ ー ト フ ォ ン の 普 及 等 に よ る 社 会 環 境 の 変 化 に 伴 う 犯 罪 被 害 か ら 青 少 年 を 守 る た め 、 児 童 ポ ル

ノ の 提 供 を 求 め る 行 為 を 禁 止 す る 措 置 を 講 ず る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理

由 で あ る 。
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（５５）

石 川 県 保 育 環 境 整 備 基 金 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 石 川 県 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 二 項 中 「 平 成 三 十 一 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 三 十 三 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

国 の 緊 急 経 済 対 策 に 伴 い 設 置 し た 保 育 環 境 整 備 基 金 に よ る 事 業 の 実 施 期 限 を 延 長 す る 必 要 が あ る 。

こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 三 十 一 号

石 川 県 保 育 環 境 整 備 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 保 育 環 境 整 備 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 三 十 一 年 二 月 二 十 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 保 育 環 境 整 備 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（５７）

児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 六 十 二 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 十 六 条 第 五 項 及 び 第 三 十 五 条 第 四 項 中 「 の 学 部 で 」 を 「 （ 短 期 大 学 を 除 く 。 ） に お い て 」 に 改

め る 。
第 五 十 四 条 第 二 項 第 五 号 中 「 学 校 教 育 法 の 規 定 に 基 づ き 、 」 を 「 教 育 職 員 免 許 法 （ 昭 和 二 十 四 年

法 律 第 百 四 十 七 号 ） に 規 定 す る 」 に 、 「 と な る 資 格 」 を 「 の 免 許 状 」 に 改 め る 。

第 五 十 八 条 第 五 項 中 「 の 学 部 で 」 を 「 （ 短 期 大 学 を 除 く 。 ） に お い て 」 に 改 め る 。

第 六 十 条 第 一 項 第 四 号 中 「 の 学 部 で 」 を 「 （ 短 期 大 学 を 除 く 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） に お い て 」 に

改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 の 学 部 で 」 を 「 に お い て 」 に 改 め 、 同 項 第 九 号 中 「 学 校 教 育 法 の 規 定 に 基 づ

き 」 を 「 教 育 職 員 免 許 法 に 規 定 す る 幼 稚 園 」 に 、 「 と な る 資 格 」 を 「 の 免 許 状 」 に 改 め る 。

第 六 十 八 条 第 十 項 中 「 の 学 部 で 」 を 「 （ 短 期 大 学 を 除 く 。 ） に お い て 」 に 改 め る 。

第 九 十 二 条 第 三 項 及 び 第 百 条 第 五 項 中 「 の 学 部 で 、 心 理 学 を 」 を 「 （ 短 期 大 学 を 除 く 。 以 下 こ の

項 に お い て 同 じ 。 ） に お い て 、 心 理 学 を 」 に 、 「 の 学 部 で 、 心 理 学 に 」 を 「 に お い て 、 心 理 学 に 」 に

改 め る 。

第 百 二 条 第 一 項 第 四 号 中 「 学 校 教 育 法 に 基 づ く 大 学 の 学 部 で 」 を 「 学 校 教 育 法 に 基 づ く 大 学 （ 短

期 大 学 を 除 く 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） に お い て 」 に 、 「 同 法 に 基 づ く 大 学 の 学 部 で 」 を 「 同 法

に 基 づ く 大 学 に お い て 」 に 改 め 、 同 項 第 八 号 中 「 学 校 教 育 法 の 規 定 に 基 づ き 、 」 を 「 教 育 職 員 免 許

法 に 規 定 す る 」 に 、 「 と な る 資 格 」 を 「 の 免 許 状 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

議 案 第 三 十 二 号

児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例 に つ い て

児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定

す る 。
平 成 三 十 一 年 二 月 二 十 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例



議
案
第
三
十
二
号

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（５８）

提 案 理 由

児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 児 童 指 導 員 の 資 格 要 件 を 拡 大 す る

等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。



議
案
第
三
十
三
号

石
川
ウ
ッ
ド
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（５９）

第 一 条 石 川 ウ ッ ド セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 三 年 石 川 県 条 例 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 木 材 乾 燥 機 の 項 中 「 八 三 〇 円 」 を 「 四 、 二 五 〇 円 」 に 改 め る 。

第 二 条 石 川 ウ ッ ド セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 木 材 用 強 度 試 験 機 の 項 中 「 九 八 〇 円 」 を 「 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 六 、 六 〇 〇 円 」 を 「 六 、

七 二 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 木 材 乾 燥 機 の 項 中 「 四 、 二 五 〇 円 」 を 「 四 、 三 二 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 木

材 加 工 機 械 及 び 測 定 機 器 の 項 中 「 五 、 五 三 〇 円 」 を 「 五 、 六 三 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 研 修 室 の 項 中

「 三 、 一 三 〇 円 」 を 「 三 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 一 八 〇 円 」 を 「 四 、 二 七 〇 円 」 に 、 「 七 、 三 一 〇

円 」 を 「 七 、 四 七 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 冷 暖 房 装 置 の 項 中 「 九 三 〇 円 」 を 「 九 六 〇 円 」 に 、 「 一 、

二 五 〇 円 」 を 「 一 、 二 八 〇 円 」 に 、 「 二 、 一 八 〇 円 」 を 「 二 、 二 四 〇 円 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 一 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 一 条 の 規 定 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月

一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

石 川 ウ ッ ド セ ン タ ー の 設 備 の 更 新 及 び 消 費 税 法 等 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 使 用 料 の 額 を 改 定 す る 必 要

が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 三 十 三 号

石 川 ウ ッ ド セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 ウ ッ ド セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 三 十 一 年 二 月 二 十 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 ウ ッ ド セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例



議
案
第
三
十
四
号

森
林
環
境
譲
与
税
基
金
条
例
に
つ
い
て

（６１）

（ 設 置 ）

第 一 条 森 林 整 備 を 実 施 す る 市 町 の 支 援 等 に 関 す る 経 費 の 財 源 に 充 て る た め 、 森 林 環 境 譲 与 税 基 金

（ 以 下 「 基 金 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。

（ 積 立 て ）

第 二 条 基 金 と し て 積 み 立 て る 額 は 、 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 （ 第 四 条 及 び 第 五 条 に お い て 「 予 算 」

と い う 。 ） で 定 め る 額 と す る 。

（ 管 理 ）

第 三 条 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 金 融 機 関 へ の 預 金 そ の 他 の 最 も 確 実 か つ 有 利 な 方 法 に よ り 運 用 し な

け れ ば な ら な い 。

２ 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 必 要 に 応 じ 、 最 も 確 実 か つ 有 利 な 有 価 証 券 に 代 え る こ と が で き る 。

（ 運 用 益 金 の 処 理 ）

第 四 条 基 金 の 運 用 か ら 生 ず る 収 益 は 、 予 算 に 計 上 し て 、 第 一 条 の 経 費 の 財 源 に 充 て る も の と す る 。

た だ し 、 こ の 基 金 に 編 入 す る こ と を 妨 げ な い 。

（ 繰 替 運 用 等 ）

第 五 条 知 事 は 、 財 政 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 確 実 な 繰 戻 し の 方 法 、 期 間 及 び 利 率 を 定 め て

基 金 に 属 す る 現 金 を 歳 計 現 金 に 繰 り 替 え て 、 又 は 予 算 の 定 め る と こ ろ に よ り 歳 入 に 繰 り 入 れ て 運

用 す る こ と が で き る 。

（ 処 分 ）

第 六 条 基 金 は 、 第 一 条 の 経 費 の 財 源 に 充 て る 場 合 に 限 り 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を 処 分 す る こ と が で

き る 。

（ 委 任 ）

第 七 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 基 金 の 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

議 案 第 三 十 四 号

森 林 環 境 譲 与 税 基 金 条 例 に つ い て

森 林 環 境 譲 与 税 基 金 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 三 十 一 年 二 月 二 十 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

森 林 環 境 譲 与 税 基 金 条 例



議
案
第
三
十
四
号

森
林
環
境
譲
与
税
基
金
条
例
に
つ
い
て

（６２）

提 案 理 由

森 林 整 備 を 実 施 す る 市 町 の 支 援 等 に 関 す る 経 費 の 財 源 に 充 て る た め 、 森 林 環 境 譲 与 税 基 金 を 設 置

す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。



議
案
第
三
十
五
号

「
委
託
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
（
一
般
県
道
黒
川
横
山
線
道
路
改
良
事
業
に
伴
う
Ｊ
Ｒ
七
尾
線
宇
野
気
・
横
山
間
宇
気
跨

線
橋
新
設
工
事
）

（６３）

議
案
第
３５
号

「
委
託
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

平
成
２８
年
第
３
回
石
川
県
議
会
定
例
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
議
決
第
１２
号
「
委
託
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」（
一
般
県
道
黒
川
横
山
線
道
路
改
良
事
業
に
伴
う
Ｊ
Ｒ
七
尾
線

宇
野
気
・
横
山
間
宇
気
跨
線
橋
新
設
工
事
）の
う
ち
、
そ
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

平
成
３１
年
２
月
２０
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

契
約
金
額
「
６５
８
，５
７４
，０
００
円
」
を
「
５４
６
，１
５２
，７
５９
円
」
に
改
め
る
。



議
案
第
三
十
六
号

河
北
潟
干
拓
地
建
設
発
生
土
処
理
に
伴
う
損
害
賠
償
請
求
事
件
に
係
る
訴
訟
の
和
解
に
つ
い
て

（６５）

議
案
第
３６
号

河
北
潟
干
拓
地
建
設
発
生
土
処
理
に
伴
う
損
害
賠
償
請
求
事
件
に
係
る
訴
訟
の
和
解
に
つ
い
て

平
成
２８
年
６
月
１３
日
付
け
で
原
告

及
び

か
ら
提
訴
さ
れ
て
い
た
河
北
潟
干
拓
地
建
設
発
生
土
処
理
に
伴
う
損
害
賠
償
請
求
に
係
る
訴
訟
事
件
は
、

次
の
と
お
り
和
解
す
る
も
の
と
す
る
。

平
成
３１
年
２
月
２０
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

和
解

条
項

１
被
告
県
は
、
今
後
、
河
北
潟
干
拓
土
地
改
良
区
が
管
理
す
る
本
件
排
水
路
の
早
期
修
復
に
向
け
て
、
関
係
各
方
面
の
進
捗
状
況
を
注
視
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
原
告
ら
は
、
被
告
県
に
対
す
る
請
求
を
い
ず
れ
も
放
棄
す
る
。

３
原
告
ら
と
被
告
県
は
、
各
原
告
と
被
告
県
と
の
間
に
は
、
本
件
に
関
し
、
本
件
和
解
条
項
に
定
め
る
ほ
か
何
ら
の
債
権
債
務
の
な
い
こ
と
を
相
互
に
確
認
す
る
。

４
訴
訟
費
用
は
各
自
の
負
担
と
す
る
。



議
案
第
三
十
七
号

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
（
新
兼
六
駐
車
場
建
設
工
事
（
そ
の
一
・
建
築
））

（６７）

議
案
第
３７
号

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

請
負
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

平
成
３１
年
２
月
２０
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

１
工
事
の
名
称

新
兼
六
駐
車
場
建
設
工
事
（
そ
の
１
・
建
築
）

２
契
約
金
額

１
，３
０６
，８
００
，０
００
円

３
契
約
の
相
手
方

兼
六
・
Ｊ
Ａ
建
設
・
日
成
ビ
ル
ド
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

代
表
者
金
沢
市
松
島
二
丁
目
２０
番
地

兼
六
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役
橋
本
和
雄

構
成
員
金
沢
市
古
府
一
丁
目
２１
７
番
地

株
式
会
社
Ｊ
Ａ
建
設
エ
ナ
ジ
ー

代
表
取
締
役
社
長
西
村
祐
一

構
成
員
金
沢
市
金
石
北
三
丁
目
１６
番
１０
号

日
成
ビ
ル
ド
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
森
岡
直
樹

上
記
代
理
人
金
沢
市
金
石
北
三
丁
目
１６
番
１０
号



議
案
第
三
十
七
号

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
（
新
兼
六
駐
車
場
建
設
工
事
（
そ
の
一
・
建
築
））

（６８）

日
成
ビ
ル
ド
工
業
株
式
会
社
金
沢
支
店

支
店
長
北
川
和
明



議
案
第
三
十
八
号

石
川
県
建
築
基
準
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（６９）

石 川 県 建 築 基 準 条 例 （ 昭 和 四 十 九 年 石 川 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 及 び 第 二 条 第 一 項 中 「 第 四 十 三 条 第 二 項 」 を 「 第 四 十 三 条 第 三 項 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

建 築 基 準 法 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 関 係 規 定 を 整 理 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る

理 由 で あ る 。

議 案 第 三 十 八 号

石 川 県 建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 三 十 一 年 二 月 二 十 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例



議
案
第
三
十
九
号

石
川
県
証
紙
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（７１）

石 川 県 証 紙 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 第 二 項 中 「 千 分 の 九 百 七 十 四 ・ 〇 八 」 を 「 千 分 の 九 百 七 十 三 ・ 六 」 に 、 「 千 分 の 九 百 七 十

八 ・ 四 」 を 「 千 分 の 九 百 七 十 八 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 た だ し 書 中 「 千 分 の 九 百 七 十 八 ・ 四 」 を 「 千

分 の 九 百 七 十 八 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 一 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

消 費 税 法 等 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 証 紙 等 の 返 還 に 係 る 現 金 還 付 率 を 改 定 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、

こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 三 十 九 号

石 川 県 証 紙 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 証 紙 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 三 十 一 年 二 月 二 十 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 証 紙 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例



議
案
第
四
十
号

石
川
県
警
察
の
警
察
署
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（７３）

石 川 県 警 察 の 警 察 署 設 置 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 四 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
別 表 付 表 三 中 「 金 石 本 町 」 の 下 に 「 、 金 石 通 町 、 金 石 下 本 町 、 金 石 味 噌 屋 町 」 を 、 「 直 江 北 一 丁

目 」 の 下 に 「 、 直 江 東 一 丁 目 、 直 江 東 二 丁 目 、 直 江 西 一 丁 目 、 直 江 南 一 丁 目 、 直 江 南 二 丁 目 」 を 加

え る 。
附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

金 沢 市 の 町 及 び 字 の 区 域 並 び に 町 の 名 称 の 変 更 に 伴 い 、 関 係 規 定 を 整 理 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、

こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 四 十 号

石 川 県 警 察 の 警 察 署 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 警 察 の 警 察 署 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 三 十 一 年 二 月 二 十 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 警 察 の 警 察 署 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例



議
案
第
四
十
一
号

公
立
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（７５）

公 立 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 二 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

第 十 条 の 四 第 二 項 第 四 号 中 「 三 千 六 百 円 」 を 「 二 千 七 百 円 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

国 の 運 動 部 活 動 の 在 り 方 に 関 す る 総 合 的 な ガ イ ド ラ イ ン を 踏 ま え た 義 務 教 育 費 国 庫 負 担 金 の 最 高

限 度 額 の 算 定 方 法 の 見 直 し に 伴 い 、 教 員 特 殊 業 務 手 当 の 額 の 改 定 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の

条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 四 十 一 号

公 立 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い

て
公 立 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 三 十 一 年 二 月 二 十 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

公 立 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例



議
案
第
四
十
二
号

石
川
県
教
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（７７）

石 川 県 教 職 員 定 数 条 例 （ 昭 和 四 十 四 年 石 川 県 条 例 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 第 一 号 中 「 二 千 七 百 八 十 八 人 」 を 「 二 千 七 百 八 十 四 人 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 第 一 号

中 「 六 千 百 四 十 六 人 」 を 「 六 千 百 十 五 人 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 二 百 七 十 五 人 」 を 「 二 百 七 十 一

人 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

児 童 生 徒 数 の 変 動 等 に 伴 い 、 教 職 員 定 数 を 改 定 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る

理 由 で あ る 。

議 案 第 四 十 二 号

石 川 県 教 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 教 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 三 十 一 年 二 月 二 十 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 教 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例



報
告
第
一
号

損
害
賠
償
額
決
定
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（７９）

報
告
第
１
号

損
害
賠
償
額
決
定
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１８
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

平
成
３１
年
２
月
２０
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

専
決
第
１３
号

損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て

平
成
３０
年
１０
月
１９
日
発
生
の
県
有
車
両
に
よ
る
交
通
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

平
成
３１
年
２
月
１４
日

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１８
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

１
相
手
方

２
賠
償
額

１５
２
，８
５２
円

３
賠
償
責
任
発
生
の
事
実

平
成
３０
年
１０
月
１９
日
午
後
１
時
４０
分
頃
、
白
山
市
倉
光
十
丁
目
１４
１
番
地
駐
車
場
に
お
い
て
、
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
技
師
渡
邊
照
之
の
運
転
す
る
小
型
貨
物
自
動
車
が

駐
車
中
の

所
有
の
小
型
乗
用
自
動
車
に
接
触
し
、
同
車
に
損
害
を
与
え
た
も
の



報
告
第
二
号

損
害
賠
償
額
決
定
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（８１）

報
告
第
２
号

損
害
賠
償
額
決
定
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１８
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

平
成
３１
年
２
月
２０
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

専
決
第
１４
号

損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て

平
成
３０
年
１２
月
１７
日
発
生
の
県
有
車
両
に
よ
る
交
通
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

平
成
３１
年
２
月
１４
日

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１８
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

１
相
手
方

２
賠
償
額

６５
，０
４０
円

３
賠
償
責
任
発
生
の
事
実

平
成
３０
年
１２
月
１７
日
午
後
７
時
５０
分
頃
、
金
沢
市
赤
土
町
リ
４
番
地
４
先
交
差
点
に
お
い
て
、
金
沢
西
警
察
署
警
部
補
山
本
直
司
の
運
転
す
る
小
型
乗
用
自
動
車
が

の
運
転
す
る
軽
自
動
車
と
衝
突
し
、
同
車
に
損
害
を
与
え
た
も
の




